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新庁舎建設に関する特別委員会会議録 

 

平成２８年２月１２日 金曜日 

  午前１０時０２分開議 

  午後 ０時０６分閉議（実時間１２１分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．新庁舎の機能、規模、予算など新庁舎建設

に関する諸問題の調査 

  （持ち帰り協議事項の確認について） 

  （基本構想（たたき台）の見直しについ

て） 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  前 垣 信 三 君 

副委員長  幸 村 香代子 君 

委  員  亀 田 英 雄 君 

委  員  友 枝 和 明 君 

委  員  成 松 由紀夫 君 

委  員  野 﨑 伸 也 君 

委  員  橋 本 幸 一 君 

委  員  橋 本 隆 一 君 

委  員  古 嶋 津 義 君 

委  員  増 田 一 喜 君 

委  員  村 上 光 則 君 

委  員  山 本 幸 廣 君 

委  員  矢 本 善 彦 君 

 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 財務部長       岩 本 博 文 君 
 
  財政課主幹 
            谷 脇 信 博 君 
  （新庁舎建設担当） 
 

 企画振興部長     福 永 知 規 君 

                              

○記録担当書記     小 川 孝 浩 君 

            岩 﨑 和 平 君 

 

（午前１０時０２分 開会） 

○委員長（前垣信三君） 皆さん、おはようご

ざいます。（｢おはようございます」と呼ぶ者

あり）開会に先立ちまして報告をいたします。

報道機関から本委員会を撮影したいとの申し出

がありましたので、これを許可いたします。 

 はい、改めましておはようございます。

（｢おはようございます」と呼ぶ者あり）定刻

となり、定足数に達しましたので、ただいまか

ら新庁舎建設に関する特別委員会を開会いたし

ます。（｢委員長、委員長、ちょっと発言の許

可をいただきたいのですが、ちょっと後からよ

かですか」と呼ぶ者あり）もうちょっと待って

もらっていいですか、はい。 

                              

◎新庁舎の機能、規模、予算など新庁舎建設に

関する諸問題の調査 

○委員長（前垣信三君） それでは、特定事件

であります新庁舎の機能、規模、予算など新庁

舎建設に関する諸問題の調査を議題とし、調査

を進めます。 

 本日は、去る２月９日の本特別委員会におい

て、庁舎の方式は本庁方式か、または分庁方式

かの点につきまして、お持ち帰りいただき、取

りまとめをお願いしたところであります。 

 それでは、まず庁舎の方式について、各委員

からの意見を求めたいと思います。 

 村上委員。 

○委員（村上光則君） はい。私はですね、庁

舎の規模、――。 

○委員長（前垣信三君） いや、今回の持ち帰

りはですね、本庁方式か、または分庁方式かと

いう持ち帰りでございます。 

○委員（村上光則君） はい。分庁方式といい
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ますか、この前も言いましたが、分庁、今の千

丁、鏡をですね、有効利用していけたら一番い

いんじゃないかなということでございます。 

○委員長（前垣信三君） 矢本委員。 

○委員（矢本善彦君） はい。私もやはり鏡支

所、千丁支所を有効活用しながら、そして規模

の減少をしたい。はい、隣と一緒です。 

○委員長（前垣信三君） 亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） はい。先日の会議でち

ょっとお尋ねした中で、現在の方式は本庁方式

だと。で、教育部は丸々千丁支所に行っとるよ

うな現在のやり方が本庁方式であるとならです

よ、本庁方式でよかと思うとですよ。 

 根拠はですね、今までその話は、根拠は今ま

でも、今、お二方の委員さんがあったように、

なるたけ施設の有効利用、既存の施設ば使っ

て、本庁方式の、本庁の規模を、建設規模を抑

えるべきだというような話をしてきたわけです

から、方式の名前にはこだわりません。だけ

ど、集中してやるというやり方にはですね、異

論を唱えたいというように考えております。 

○委員長（前垣信三君） はい。野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。今までですね、

示されてきた、執行部のほうから示されてきた

本庁方式、分庁方式というような表をいただい

てからですね、これをもとに考えたときには、

分庁方式っていうこの提示されたものについて

はですね、あり得ないだろうというふうに考え

ます。機能的なものでですね。これはちょっと

非常にあり得ない方式だなというふうには思い

ますので。 

 今のやり方というのが本庁方式で、千丁、鏡

のほうにも少しそういった分庁というかです

ね、機能を分散しながらやっているというよう

な状況を見える中で、今、亀田委員も言われた

ように、まだそういった千丁、鏡に空きスペー

スがあるというようなところをさらに最大限に

活用しながら、今度建設をしようとしている庁

舎の規模というのはやはり縮小していくべきだ

というような意見でですね、一応しとります、

はい。 

○委員長（前垣信三君） 古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） はい。この前もちょっ

と申し上げさせていただきましたが、平成１６

年に市町村合併をしたときの合併協議のです

ね、内容に沿って、庁舎の方式は本庁方式とす

ると、市役所は現八代市役所に置くという、こ

のことを重視をしていきたいと思います。 

 それと同時に、どうしても本庁でなければ、

この前もお話をしましたが、この八代市は日奈

久断層が走っております。近い将来、３０年間

に地震が発生をする確率というのは、学者によ

ってそれぞれ違いますが、６％から１６％とい

う高い確率があるそうでありますので、どうし

てもその防災拠点の機能として、災害発生時の

災害対策本部を設置をする、また自衛隊とか医

療機関、日赤等もですね、ちゃんと置かれるよ

うなスペースが必要ということで、本庁方式と

することに自分は確認をいたしております。 

 以上です。 

○委員長（前垣信三君） 橋本幸一委員。 

○委員（橋本幸一君） はい。今、古嶋委員が

言われましたように、この１０年前の１市２町

３村の同文議決というのは私、非常に重たいも

のがあると思っております。当時の議員がです

ね、１０年後じゃなくて、やっぱり２０年後、

３０年後を見据えたですね、そういう中での議

決だから、私はこれは非常に重いものがあると

いうことで、本庁方式ということをまずは１点

目ですね。 

 それと、１つの、この前も出てましたが、ワ

ンストップサービス、この面、それと仮にです

ね、今千丁、鏡支所を使っているんですが、こ

れがもう１０年、２０年すれば、やっぱりまた

建てかえという、そういう時期に来たときです

ね、それを考えれば、やはり本庁方式で、今、
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この場所にしっかりした新庁舎を建てるべきだ

と、私はそう思っております。 

○委員長（前垣信三君） 成松委員。 

○委員（成松由紀夫君） はい。今、古嶋団

長、橋本委員からお話しされたことと一緒には

なるんですが、まず本庁方式というのは、この

間から言いますように、合併協議会の４７のお

約束事を守ると、そして同文議決がしてある、

その点が１点。それと、窓口一元化、ワンスト

ップ窓口の行革の推進にも逆行していくという

ことを会派で確認しまして、本庁方式でいくと

いうことが確認してあります。 

 それと、耐震改修、部分改修、新築、建てか

えについては、新築が経済的であるという確認

も取りつけておりますので、きょう規模が何案

か示されるのかあれですが、それについても、

しっかり見直し案については検討していきたい

と考えております。 

 以上です。 

○委員長（前垣信三君） はい、増田委員。 

○委員（増田一喜君） はい。今、委員長の言

われたのは分庁方式、それから本庁方式、どう

いうふうに考えるかちゅうことで、私も、合併

のときの決議は本庁方式ということでありまし

たので、それは尊重しないといけぬと思います

し、分庁方式という方式を取り入れようとする

と、何だか１０年前の合併前のそれに返るよう

な気がしてならないんですよ。だから、やはり

何のために合併したかというのを考えれば、そ

のときに決められた本庁方式というのは尊重し

ていかなければならないと思います。 

 それと、こっちのほうの委員、古嶋委員、そ

れから橋本委員、成松委員が言われたように、

耐震ができてないと。だから本庁方式というこ

とを考えれば、本庁になるこの八代市の庁舎が

耐震がきちんとなってないということであれ

ば、どうしても建てかえないけぬということで

すね。それについてはいろいろ執行部からも説

明があってるから、その説明は理解できるとこ

ろであります。そこをきちんとやらないと本当

に、災害なんか来ないほうがいいんですけれど

も、これはやっぱり自然なもので、人間の力で

どうしようもないのかなということで、じゃ、

それに備えるとすれば、やはり防災拠点となる

ようなしっかりとした施設を、――それはぜい

を凝らしたような施設は要らないでしょうけれ

ども、きちんとそれに耐え得る庁舎をつくるち

ゅうことは、市民の皆さんにとっても大事なこ

とじゃないのかなと思います。 

 きょう何か資料、たたき台の資料が、また見

直しちゅうことで出てますけれども、この中で

もきちんと見ていって、余り削減すると、減ら

していくちゅうことになれば、そういう部分が

ないがしろにされるんじゃないかなと思ってお

りますが、その点も注意して審議していきたい

と思っております。 

 以上でございます。 

○委員長（前垣信三君） はい、橋本隆一委

員。 

○委員（橋本隆一君） はい。会派に持ち帰っ

て検討させていただきました。本庁方式でお願

いしたいと。ただし、今の千丁支所のほうに教

育委員会がございますように、こういう支所を

活用したところに、活用して部署を置くという

ことも可能であるならば、そういったところも

柔軟に検討していただければということでござ

います。 

○委員長（前垣信三君） はい、友枝委員。 

○委員（友枝和明君） はい。私も、私は、千

丁支所、鏡支所を利活用して建設費を抑えると

いうことと、千丁支所も本庁から距離が５キロ

ちょっと、鏡が８キロ未満ということで、市民

の皆さん方にメリット、デメリットあるかもし

れませんが、現在の八代市の財政状況を考えま

すと、やはり私は、千丁支所、鏡支所を利活用

した、そういった勘案しながら建設に臨んでい
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ただきたいと思います。 

 また、これ、八代の財政も今度、保険税の税

率も今度改定されるようでございますし、一般

財源の取り入れとかいろいろそれ、これからも

問題も出てくるかと思いますが、それを勘案す

れば、私も、私は千丁、鏡を大いに利活用して

いただきたいということで、分庁といいます

か、利活用した建設に臨んでいただきたいと思

います。 

○委員長（前垣信三君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） はい。皆さん、おはよ

うございます。（｢おはようございます」と呼

ぶ者あり）先ほど委員長からですね、本庁、分

庁という、どちらかというご使命をいただきま

した。 

 昨日から担当部の方々については、この分

庁、本庁方式の、このような形になりますよと

いう形が考えておられるということの資料をい

ただいて、会派に持ち帰り、そしてその中身の

精査をいたしたところ、分庁方式のところの例

の庁舎関係、八代庁舎、泉から、東陽支所か

ら、鏡からですけども、このような方式になる

のかなというふうなことをまずは感じました。

これはもうただ、執行部がその方式、事例を取

り出されただけであるというふうに私は認識を

いたしました。私の考えとすれば、これはがら

っと変わるというようなことで、まずは御報告

をしておきます。 

 その中で、過去を振り返って、合併当時の話

が出ましたが、出ておりました、前回ですね。

私も過去、そのあの４７項目、夜は遅くまで、

酒を飲まないで、ずるっと走馬燈のように浮か

んできたのが、合併当時の本庁方式というの

は、これは私はやっぱし合併で決められたわけ

なんです。 

 ところが、その合併をどういうふうな村町の

指針の中で合併したかという、人口がどれくら

いふえるだろうと。人口予測はですね、増だっ

たんですね。減じゃありませんでした。１５万

から２０万都市を目指していこうという合併の

ですね、指針というのが示した中で、その本庁

方式というのをですね、うたったのがあの４７

項目の中なんです。 

 私もその現場におりました。橋本委員もおら

れたし、首長としておられたし、あのときをず

っと振り返ると、本当、難産の中での合併のそ

の本庁舎、３点セットの中ではですね、やはり

人口が１５万、２０万になるだろうと、それを

目指して、しっかり平成の合併をやろうという

ことでありました。 

 その中で、当時ずっと考えてみると、１.６

で八代市は、ほとんどその場面ではですね、も

う合併はやめようというぐらいまでいったんで

す、固定資産税の問題で。それが財政的に、や

っぱりいろんな首長のかわり目の中でですね、

固定資産税が１.４、１.５、１.６、とうとう

最終的には今の中村市長の中で１つ上げ、据え

置きし、また上げ、そのような状況をやってき

ておるわけでありますけども、そこからでも財

政的に財政計画はぐらってきている、それから

人口が減少してきているという状況の中でです

ね、考えられるのは、やはり私は常に言ってお

りますように、いろいろと後、分析は後から委

員長の中でまとめていただくと思いますけど

も、この方式についてはですね、方式について

は、本庁であろうが、分庁であろうが、私はや

はりコンパクトに、今の現状を見たときには、

コンパクトにするためにはどういうふうな方式

がいいのかというのをこれから議論をさせてい

ただきたいというふうにうちの会派としてはで

すね、友枝委員も含めて、本庁、本庁方式の中

で、分庁も少し考えていただきたいと、どうい

うふうな中身になるのかということですね、ま

だ議論はしておりません。 

 そういうことで、今の鏡、千丁支所の利活用

というのを、しっかりした人口のビジョンの中
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で、そしてまた経済、景気の状況を見ながらで

すね、どういうふうな本庁を建てるのかという

ふうな形で進めさせて、議論をさせていただき

たいと、そのように思います。 

 以上です。 

○委員長（前垣信三君） はい、最後に幸村副

委員長。 

○委員（幸村香代子君） はい。皆さんがおっ

しゃっている合併協議、このときのですね、同

文議決について尊重しなければならないんじゃ

ないかということについては、そうだというふ

うに思います。しかしながらですね、その合併

の当時、本当に財政の見通しなり、また人口減

少、高齢化といったことまでですね、今のよう

になるかどうかということまでわからなかった

と思うんですよ。 

 で、今の本当に状況の中で、本庁舎方式でい

いのかということは、やっぱり改めて検討しな

ければならないことだというふうに思います

し、例えば防災の拠点、ワンストップサービス

ということについても、本当に、本庁舎方式で

なければ本当にそれができないのかということ

もですね、私は検討の余地があるというふうに

思います。 

 で、ちょうど人権政策課が今の千丁の支所に

移ったときに、何かやっぱり市民の皆さんに支

障があるんじゃないかというふうなことを言わ

せて、質問させていただきました。しかし、そ

のときに執行部の皆さんは、いや、何もそのこ

とについて問題はありませんと、スムーズにい

っています、で、千丁をそんなふうに活用する

ことについては異論はないというふうなお答え

でありました。 

 今、教育委員会が千丁に行っているんですけ

れども、本当にそのことがデメリットだけなの

かと。逆に考えれば、メリットの部分というの

もですね、あるんじゃないかというふうに思い

ます。よく千丁の支所のほうに足を運びます

が、やはり千丁の支所自体活性化しています

し、周りのですね、いろんなお店なんかもです

ね、やはり、やっぱり来てもらってよかったと

いうふうなこともあります。 

 で、じゃ、手続がどうかこうかという話があ

ります。でも、その手続なんかにですね、つい

てもですね、工夫でできるというふうに思うん

ですよ。入学の時期、卒業の時期に集中して、

どこか教育委員会のですね、人を配置するとい

うこともできるし、それは本当に工夫の範囲で

可能な部分があるんじゃないか。 

 そうすると、やっぱり本庁舎方式にとらわれ

ずに、千丁支所、また鏡支所といったところを

ですね、有効にやっぱり活用していく、このこ

とが現実的じゃないかというふうに思うところ

です。 

 以上です。 

○委員長（前垣信三君） はい、ただいま委員

全員の方々の御意見をいただきました。 

 委員長として要約をいたしますと、基本的に

は１０年前の合併協議の中で本庁方式とすると

いうことで、本庁方式として、なおかつ建物の

耐震性を含んで、現位置に新庁舎をつくるべき

だというこの本庁方式の意見と、もう一方、分

庁方式は、どうも聞いておりますと、完全な分

庁方式ではないよと。ある程度、分庁と言える

のかどうかわからぬけれども、現在の鏡、千丁

支所を活用して、そういった方式の、これが分

庁方式、本庁方式という分け方はできないと思

いますが、そういう御意見であったかのように

思います。 

 以上を踏まえまして、また委員さん方から、

もし審議をいただけることであれば、挙手をお

願いをしたいと思います。 

○委員（野﨑伸也君） 委員長、はい。 

○委員長（前垣信三君） はい、野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。いろんな資料的

なものというかですね、そういったものが全然
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足らぬと思うとですよ。今言いなったように、

活用していこうというようなことであれば、ど

ういったものがそこに分散できるかとかです

よ、そういったものもですね、まだまだここの

場で審議がし足らない部分があると思うんで

す。そういったものを含めて、やっぱりここの

特別委員会の中でいろいろとやっていって、最

終的にそういったものができ上がっていけばい

いんじゃないかなと。本庁方式、分庁方式とい

うのが、そのきっちり分けるのじゃなくてです

ね、そういったものになるためにも、やっぱり

いろんな角度からですよ、方式を探っていかな

いかぬとかなというふうに私は思いました。 

○委員長（前垣信三君） 増田委員。 

○委員（増田一喜君） 分庁方式、本庁方式、

分庁方式、それはきちんと言葉があってです

ね、それをいかにするのかというお話でしょ

う。じゃあ、今の話であれば、本庁方式でもい

いけれどもというふうにも受け取れるわけです

よ。 

 で、現在も支所として、各町役場であった

り、村役場であったりしたところを支所として

活用して、これから先、それをいかにうまく運

用するために拡充していくかということは、執

行部のほうでは説明の折には言われております

ので、じゃあ、それを言うんであれば、今、委

員長が言われるのは、本庁方式にするんです

か、分庁方式がいいんですかちゅうような問い

かけですから、だから私たちは本庁方式なんで

すよちゅうことですよね。合併のときの決議を

踏まえて。 

 私も決議したときには、もう議員としてそれ

に賛成した経緯がありますからですね、それは

覚えてますので、ちゃんと自分がやった、決議

したことについては責任持ちたいから、本庁方

式でやっていただきたいなということで、うち

の会派でもそういうふうな意見統一を見てるわ

けですから。 

 そうすると、今の話では、何か、いや、分庁

方式はもう今、いいんですよみたいな話にも聞

こえてくるもんだから、そこらあたりは少しは

っきりとしていただければと思います。 

○委員長（前垣信三君） はい。 

○委員（成松由紀夫君） 委員長、よろしいで

すか、関連で。 

○委員長（前垣信三君） はい、成松委員。 

○委員（成松由紀夫君） はい。要するに本庁

方式、分庁方式を一旦持ち帰って、で、きょう

会派に持ち帰ったのを正副委員長でまとめられ

るということですので、それを速やかに取りま

とめいただいて。 

 で、この間３点あったと思うんですよね、最

後、委員長、副委員長が取りまとめられたの

は。その本庁、分庁方式を１回持ち帰って、ち

ゃんと話をしてきてください。それと、建てか

えだ、改修だ、耐震だ、そこら辺のところも考

えといてくださいという指導でしたね。 

○委員長（前垣信三君） はい。 

○委員（成松由紀夫君） それと、規模に対す

る検討は、執行部に宿題として持ち帰って、今

度の委員会まで提出するようにというふうに、

もう３点に集約されたなというふうに思ってま

したので、この本庁方式、分庁方式というの

は、もう持ち帰って出てきた案をきょう速やか

に取りまとめていただいて、この間、市民の方

々の勉強会でも言われてました、規模、機能、

予算、この審議を早くするべきじゃないかと。 

 やっぱりですね、合併特例債の期限の問題が

あるから、まず規模、機能、予算の話をした上

で、その後にですよ、その分庁を活用すると皆

さんの意見が統一的にあったような気がするん

ですね。本庁でいっても、千丁、鏡、各支所は

活用してくれよと。それはその先のまた議論の

中で出るんなら出す話であって、本庁方式か分

庁方式かということは速やかに取りまとめいた

だいて、規模、機能、予算の話に議事を進行し
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ていただきたいと要望します。 

○委員（野﨑伸也君） よろしいですか。 

○委員長（前垣信三君） はい、野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。今、成松委員言

われた規模、予算、（委員成松由紀夫君「機

能」と呼ぶ）とか機能ですね。そういったもの

というのはここでもまないと、どういったもの

をつくりたいか、どういった、機能的に移して

いかないと、最終的に規模や金額は出ないと思

うんですよ。だけんが、逆なんですよね。（委

員成松由紀夫君「それぞれたい」と呼ぶ）それ

は逆だと思いますので、委員長、そこはちょっ

と。 

○委員長（前垣信三君） はい。 

○委員（野﨑伸也君） 伝えときたいと思いま

す。 

○委員長（前垣信三君） はい。私のほうから

申し上げますのは、前回、持ち帰りをいただい

た。本庁方式とするか、分庁方式とするかとい

うお持ち帰りはいただいたと思います。これは

委員さんの中から出た話であって、ぜひ持ち帰

って検討していただきたいという旨のお願いは

しました。で、今、各委員さんからその持ち帰

りの内容をお聞きしました。で、私はあくまで

も皆さん方の発言の要旨、内容をまとめるとこ

ういうふうですよとお話はしました。ですか

ら、本庁方式や分庁方式に決めろという話では

私はしてません。誤解をなさらぬように。 

 ですから、ここで本庁方式、分庁方式をどう

するかという決め方をするには、皆さん方の合

意を見るか、あとは採決しかないと思うんです

ね。ですから、はい。（委員橋本幸一君「委員

長、よろしいですか」と呼ぶ）いや、話を聞い

てください。 

 それしかないと思うんですよ。だから、合意

形成のために皆さん方の、譲れるところは譲り

合いながら話し合いができる。例えばですよ、

例えば今、千丁、鏡あたりも一部使って、本庁

方式でもいいじゃないかという話、これが本庁

方式に当たるかどうかわかりません。こういっ

た審議を皆さん方でされて、共通認識がないこ

とには、私としては進めようがないような気が

します。私が取りまとめることじゃなくて、皆

さん方の意見を私はあくまでも調整するだけで

すから。（｢そのとおりだと思います」と呼ぶ

者あり） 

○委員（橋本幸一君） 委員長、よろしいです

か。 

○委員長（前垣信三君） はい、どうぞ。 

○委員（橋本幸一君） 今、今の時点ではです

ね、本庁方式の鏡、千丁利用ということで、

今、一部の委員さんも言われるし、執行部もそ

ういう捉え方ということですが、やはり庁舎と

いうのはですね、やはり私も先ほど申しました

ように、もう十何年すればまた千丁、鏡の建て

かえ問題が発生してくると。やっぱしその辺

を、新庁舎というのはこれからやっぱり４０

年、５０年のそういうスパンの中でですね、考

えていかなければ。確かに今も必要です。やっ

ぱり確かに人口も減るかもしれないけど、やっ

ぱりそういうハード面の整備というのは、そこ

のも含めた中でですね、議論すべきと私は思い

ますが。 

○委員（山本幸廣君） 委員長、よろしいです

か。 

○委員長（前垣信三君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） 執行部にお伺いしま

す。 

 まずは今回の、先日も言ったんですけども、

今回、見直し案の担当箱に入っておりましたの

で、目を通させていただきました。工事予算金

額というのがまた１１０万下がってきておるよ

うな状況でありますけども、そういう中で考え

るとですね、どうしてももう構想に任せたの

は、本庁方式で、そのコンサルにはお願いをし

てるというのは再三と確認をしておるわけです
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よね。確認をしています。 

 その中で今回、前回の委員会で、見直しはで

きるところなら見直しをしたいということで、

執行部は短期間の中で集中的に見直し案をつく

ってきていただいて、大変私も、私は会派の会

議もできないような状況の日数でしてけども、

職員のプロセスの中でですね、きちっとした整

理をして、きょう提出をいただいとるわけであ

ります。 

 そういう中で、なぜ今この議論になっとるか

というのは、その規模、機能、予算に関係して

くるんですよ、この分庁と本庁方式の中でです

ね。だからこれは慎重にいかないかぬというの

が、これは私の考えです。 

 だから、そこらあたりについてはですね、担

当の職員の方々も、これだけの苦労をして資料

をつくってきた中で、やっぱし私は分庁で、分

庁、半分庁でいくのか、先ほど成松委員からも

言われてましたように、支所分庁活用というの

が、言葉が出てきましたね。そういう中でした

らば、どうやってその支所分庁活用というの

は、どういう部、どういう課というのが鏡、千

丁に入るのかですね、それによってもまた、そ

の職員数の中でその平米数も変わってくるし、

さらにまた工事の金額も変わってくるし、機能

も変わってくるんですよね。その今の構想のコ

ンサルがやっとる、コンサルが提出なされた、

どういう設計でどういうことってわかりません

けど、ある程度の構想というのは出てきとると

思うんですね。 

 市民の検討委員会、そしてまた議会、そして

またいろんなところが検討委員会、検討され、

審議会で検討された中でですね、ああいうふう

な説明があったわけですね。空間を、スペース

を、空間をとりなさい、市民の方々。議会から

も要望をやりました。そういうのをずっと一つ

一つ、１枚めくっていけば、どうしても本庁と

分庁のこの問題というのは、時間がかかる、解

決をせないかなんですけども、解決しなきゃい

けません。 

 だけどもそれに至るのは、それを議論してい

かなければ、機能、機能ですよ、それからこう

いう予算ですね、こういうのはもう完全に変わ

ってくるんですね。職員数で必ず変わります。

そして、延べ数で職員の、１人当たりの職員の

延べ面積も変わってきます。 

 だから、鏡と千丁のその分庁活用方式という

のをですね、議論をしていかなければですね、

これを議会として煮詰めて、そして再度、執行

部がそこらあたりを検討してすれば、本庁とい

うのは、当時の合併協議会で本庁制度としてか

らですね、決めたわけなんですね。 

 ところが、その当時は鏡と千丁支所の活用と

いうのなんか議論しておりませんでしたね。は

い。絶対人口はふえる。人口はふえる、２０万

都市目指そうということで、２町が脱落しまし

たけども、そういうことを考えれば、この分庁

活用、支所分庁活用というのを、きちっとした

位置づけをした上でですね、本庁、本庁とい

う、本庁方式にしたならば、本庁の建物の規模

も変わってきます、何回も言いますけども。こ

れをしっかり執行部が捉えていただけば、どう

いう本庁の、本庁をつくるのかというのがおの

ずとですね、私はその姿て、モーションピクチ

ャーの中で絵は動いてくると思うんです。 

 そういうふうに思いますが、いかがですか

ね。執行部にも１回問わせてください。では、

岩本部長。 

○財務部長（岩本博文君） はい。はい、いい

ですか。 

○委員長（前垣信三君） 岩本部長。 

○財務部長（岩本博文君） はい。おはようご

ざいます。財務部の岩本です。（｢おはようご

ざいます」と呼ぶ者あり）お世話になりますけ

ど、ちょっと座って、御説明します。 

 大もとの最初、本庁、分庁という話のところ
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で、ちょっと執行部としてのちょっと補足説明

みたいな形になりますけれども、これも本当に

それぞれ言葉の定義がありまして、もしです

ね、仮に八代市は分庁方式をとるということで

あれば、もうこの行政形態ががらっと変わりま

す。結局はですね、それぞれの支所に全ての部

門を同じ、同じというか、例にありましたよう

に、本当にあれは極端なんですけれども、ああ

いう形をとることが分庁方式でございます。 

 今は本庁方式として、それぞれの支所を活用

しながら本庁として成り立っているということ

で、そういういろんな議論が合併協の中であっ

て、やはり個別にそれぞれ独立した機関が行く

よりは、支所は支所としての活用をしていきな

がら、本庁としてまとめるということで、本庁

方式という手法がとられております。 

 ですからですね、今、本庁か分庁かというこ

とで極端な議論をされると、非常に私どもも困

ります。これがですね、本当に分庁方式でいこ

うというような決定になったら、八代市の行政

形態がもう大幅に変わりまして、ちょっとです

ね、そこら辺はですね、もうここ、ここという

か、特別委員会というか、すごいもう影響がご

ざいますので。 

 現在がですね、本庁方式をとってて、そして

その中で、今後、支所も活用しながらというこ

とで、企画のほうでも支所の活用の方法をです

ね、いろいろ検討課題として捉えておりますの

で、執行部としてはそういう御意見をちょっと

させていただきましたけれども、その点ご理解

いただければというふうに思います。 

○委員（山本幸廣君） はい、委員長。 

○委員長（前垣信三君） 山本委員。 

○委員（山本幸廣君） 岩本部長が言われたよ

うに、私たちもその分庁方式、本庁方式でです

ね、悩んでいるのが現実なんですよね。あなた

方も悩んどる。ところが、今、言われたよう

に、分庁は絶対だめなんだということならばで

すね、もうはっきり言って、このような状況の

中で、資料をいただいた中で、例示とする中

で、以下のような形になると考えられますとい

うことで、はっきり言って、絶対だめだという

じゃないから議論をしてくださいというたたき

台の資料だと思うんですよ。ですね。 

 で、私たちはやっぱし、あなた方が出してき

たこの分庁方式のその各庁舎の事例、例という

のをずっと分析をして、目を通したんですけど

も、これはまさにですね、極端、極端な私は１

つの例だと思うんですよ。だといってから、私

は分庁方式でせろということじゃありません。

したいという気持ちもありません、私は。もう

それは皆さんほとんどじゃないですか。 

 だけども、分庁の、分庁というか、分庁とい

うとしたからそういうことになるわけですけど

も、やはりもう少し考える必要があるだろうと

いうのが、分庁、各支所の活用というのをどう

したらいいのかということをですね、位置づけ

なければ、この本庁方式１本でいった場合に

は、建物自体がまた変わってくるということな

んですよね。そこは皆さんがやっぱり強調して

おるわけですから、それは理解してください。

あなた方のも理解するけんでから。そうしなけ

ればですね、その接点って見出せないじゃない

ですか。私はそう思いますので。 

 分庁方式なら本当にだめだと言うたのはです

ね、それははっきり言ってから、もうはっきり

言って、建築の学者、大学院の、ハーバードか

どこかの大学院を連れてきてから、だめなんだ

というですね、そこまで議論をしなければいけ

なくなるわけですので、現実としてはやっぱ

し、本庁方式でやろうと合併で決まったわけで

しょう。決まったというか、皆さん強調される

わけですけんでが。だけどもその当時と、今、

岩本部長が言ったように、じゃあっていうとき

に、現実はまだ鏡の支所、千丁支所。 

 耐用年数がということを言われましたけど
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も、きのうＮＨＫ、きのう放送、夜遅くまでや

ってましたね。これだけはひとつ執行部にです

ね。聞いとってください。 

 オリンピックのときに国立競技場ができまし

た。そして今、解体をしました。で、その横の

五輪団地という団地があります。この団地が築

５０年を過ぎました。ようやく今、引っ越し

で、１時間番組できのうやってましたね。築５

０年で、この場から離れたくないということで

ですね、涙ながらに承知された。あの私は番組

を見てですね、本当に感動し、ちょうど８０歳

から８９歳ぐらいの方々、当時３０歳でいられ

た方が５０年、８０年、それが築５０年。いま

だかつて住めるという状況ですね。あの７棟か

８棟ぐらい。私は今、携帯にぴしゃーっと写真

撮ってきておりますけども、そういう１つの５

０年、築５０年とは当たり前になってきたんだ

なと。 

 耐震というのは絶対大事でありますけども、

これはもう絶対の政治生命の中でですね、生命

を守る中では。だけども、今、本当に考えるの

は、やはり今の経済状況、そしてまた八代市の

財政状況等を加味しながら、本庁制度、分庁制

度、分庁、どちらがいいのかということを検討

しているわけでありますので、私は検討した中

で、今、岩本部長が言ったように、分庁方式は

もう八代市はだめなんだと強く強調されました

ので、私はそれは理解をしながら、今後の審議

にですね、いろいろと問いただしていただきた

いと思います。 

 岩本部長、ありがとうございました。 

○委員（亀田英雄君） はい、委員長。 

○委員長（前垣信三君） はい、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） 今の話、執行部の説明

を若干理解した上で、私が、今のやり方が本庁

方式と言うなら、もうそれでオーケーですよと

いうような旨の話をしたんですが、話、若干違

うでしょう。 

 前回の会議の説明の、各支所を渡れという話

でですたい、分庁方式の連絡伝達についてとい

う話、これ、坂本から泉に行って鏡に行けば何

キロになりますけんという話で。今のあって話

はですね、各支所に同じ機能ば置くのが分庁方

式なら、そこで全て完結するけん、こう移動す

る必要がなかじゃなかですか。各、でしょう。

（財務部長岩本博文君「よかですか」と呼ぶ） 

 で、まだ話ばやっとるとだけん、手を挙げて

もらうと困るとたい。ちょっと後からまた話を

するばってん、勇み足な、人の話に終わらぬう

ち手を挙げるとば。 

 私が言うとにはですよ、この分庁方式の説明

の絵がですたい、市民の方が役所に用のあると

き、３部に用のあれば、３カ所行かんばんけん

非効率的だという話を聞いた。今の分庁方式と

いうのは、私は各支所に同じ機能を置くのが分

庁方式だという話でしょうが。で、１カ所で全

部完結すっちゃなかですか、今の説明なら。 

 そういうことで、説明が何かこう行ったり来

たりするけん、おかしかという不信感ば持つ。

今の部長の説明の仕方は初めてでしょうが、今

の話、そげん話ばしなっとは。（｢初めて、初

めて」と呼ぶ者あり）初めて聞いたよ、今のし

っかりした話は。だけど、ここの文、説明の仕

方は違うじゃない。その点についてお尋ねしま

す。もう聞かぬとやったばってん。 

○委員長（前垣信三君） はい、岩本部長。 

○財務部長（岩本博文君） はい。済みませ

ん、そのようにとられてしまったのであれば、

私の言い方が間違いでした。済みません。 

 分庁というのは、今、今の亀田委員の御理解

だと、各支所にそれぞれ、要するに今のような

窓口、市民部門とかそういうのを置いていると

いうようなイメージで、今と何ら変わらないと

いうようなところで捉えられたかもというとこ

ろでございますけれども、私が分庁として説明

させていただいたのは、基本は独立したそれぞ
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れの部、わかりやすく言えば、前回の資料提出

させていただいたとおり、農林水産部が坂本支

所、教育部が千丁支所、そういうふうに完璧に

分かれてしまうと。これが分庁方式ということ

で御理解くださいということです。 

 で、これをですね、要するにこういう形態を

とったら、市の組織というのが今までの形態と

がらっと変わりますですよね。だから、そこら

辺を分庁方式というふうにして断言するのであ

れば、今後、市民サービスにこういう十分なや

っぱり説明をしながら、分庁方式に変えますよ

というようなことでアナウンスして、していか

ないといけないのかなというふうに思って発言

したところです。 

 ですから、亀田委員が今、とられたのは、ち

ょっと私の言い方が悪かったのかなと思いま

す。 

○委員（亀田英雄君） なら、確認してよかで

すか。 

○委員長（前垣信三君） はい、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） はい。私はですね、先

ほどの岩本部長の説明の仕方は、いえば合併前

に戻るちゅう話ですたい。それが分庁方式でし

ょうと、だからできないという、私は聞いた。

（｢そう、そう」と呼ぶ者あり） 

 で、ずっと言うとっとは、幾つかの機能を分

けようというとが、そういう意味での話なんで

すけど、それは私が言うと、伝え方も悪かった

かもしれぬですが、先ほど岩本部長の説明の仕

方は、同じ機能を各支所にずっと置くのが分庁

方式だと聞こえた。 

○財務部長（岩本博文君） はい、委員長。 

○委員長（前垣信三君） 岩本部長。 

○財務部長（岩本博文君） はい。そういう捉

えられ方をしたのであれば、私の言い方が誤り

でした。違います。 

○委員長（前垣信三君） 亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） だから、行政形態が変

わるということでしみじみ訴えられたけん、あ

あ、そんならいかぬとばいなていうことで納得

したけん、よかっですよと、本庁式でもよかっ

ですよて聞いたですけん。この前の話は、しっ

かり胸に落ちるものがなかったですが、きょう

はしっかりわかったて、これは合併前に戻って

しまうんだというような説明を聞いた、に聞こ

えたですもん。どげんですか、これ、皆さんの

意見を。 

○委員（野﨑伸也君） よろしいですか。 

○委員長（前垣信三君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。今ほど亀田委員

の質問に対して岩本部長が答えられたですけど

も、分庁方式になると、国のほうの何かその話

も今、さしたですよね、しながら、がらっと組

織が変わっていくというようなことで、本庁方

式じゃないといけないというようなことを今、

切実にですね、訴えられたというのがありまし

た。それがですね、私は初めてだったと思うと

ですよ、今回が。きょう初めて、説明の中で。 

 そういった説明がですね、今、議会のほうに

もですね、少し私は足りなかったんじゃないか

なというふうに思いましたし、岩本部長が今、

言われたことであればですね、あっ、そうなん

だと、それは大変だねと、これはもうちょっと

考えんといかぬなというのが本当、私もきょ

う、先ほどの説明でですね、心にきたところで

あります。 

 で、あわせてですね、そうであればですよ、

そうであれば、もう少しですね、今の方式、本

庁方式で、先ほど来言われております千丁、

鏡、そういったところをどういうふうに活用し

ていくかという対比表もですね、今現在とこう

なりますよと、活用したらこうなりますよと、

こういう考え方もありますねと、そういった資

料がですね、私は足りないと思うとですよ、ま

だ。だから、ここでまたせんばいかんなという

ふうに改めて思いました。 
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 以上です。 

○委員長（前垣信三君） 橋本幸一委員。 

○委員（橋本幸一君） はい。確認ですが、人

口シミュレーションじゃなくて、当時、合併協

議の中で、今の分庁、本庁方式の既存の施設を

どう活用するかということで、私はあったと記

憶しているんですが、それについてはどう。

（｢委員長、企画がおらすけん、企画を」と呼

ぶ者あり）今のような議論も含めて、私は多分

あったみたい、記憶してるんですが。（｢議論

がないちゅうことじゃないことの確認」「手を

挙げた人間がしゃべればよかったい。人に言わ

れたけん、手を動かしよって、どげんするか」

「担当部署が違うと思う」「うん、担当部署だ

けん」「それは委員長が決めることでしょう」

「委員長、指名してください、委員長、指名し

てください」と呼ぶ者あり） 

○委員長（前垣信三君） どちらが答えられま

すか。 

 岩本部長。 

○財務部長（岩本博文君） はい。それでは、

合併協のときの話ということで、私、おりまし

たので。 

 分庁、本庁、これは、法定協に上がる前に小

委員会がつくられまして、そこでですね、専門

的に話されております。本庁方式、分庁方式、

そのときも分庁方式の話、今回のような資料と

同じようなものを出して話した中で、最終的

に、やっぱり分離したところで住民、市民の方

が利用されるのは本庁方式がよかろうと。そし

て、支所は支所で残しながら、そのとき言葉を

使いましたのが、総合支所的な支所ということ

で、全ての部門を取り入れたところで、合併後

しばらくはちょっと緩和措置ということで、本

庁とそれぞれ支所が成り立っていくというよう

な状況でございました。 

 それはその後、行革の中で、職員数を２００

人とか２５０人とか減らしていきますので、そ

の減っていく中で、同じような仕事の形態をと

っていてもどうしてもできませんので、そこは

合理的な判断のもとに効率化とか考えながらで

すね、本庁に職員数を集約させて、あと、支所

で最低限の仕事を残しながら、支所を生かして

いくというような状況で、今ずっと継続してい

るかと思います。で、このような状況の中で、

本庁方式というのがですね、非常に柔軟な形で

今、取り入れられております。 

 で、先ほどですね、これを分庁という言葉で

ですね、くくってしまうと、もう本当に行政形

態が変わってしまうので、ちょっと大変なこと

になりますよということで、私の個人の見解も

含めながら申し上げて、申し上げたところなん

ですけれども。 

 今後ですね、今までも議会答弁の中でも、企

画サイドから支所の活用、それから支所の今後

の形というのはこういう形にしますというとこ

ろで、いろいろ答弁があってるかと思いますけ

れども、あくまでも本庁方式は本庁方式とし

て、そして支所は残しながらということで、こ

れはずっとそういうふうに公に言ってきており

ますので、支所は残しながら、その有効活用を

考えていくというところでありまして、そこ

の、そこまで今ずっと言い続けておりますの

で、状況としては合併協の、そうですね、過去

のいきさつから、今現在にこのように至ってい

るということでございます。（｢よくわかりま

した」と呼ぶ者あり） 

○委員（成松由紀夫君） はい。 

○委員長（前垣信三君） 成松委員。 

○委員（成松由紀夫君） 今いろいろと話が出

とる中で、最初、亀田委員が理解されたような

話だと思うんですよね。今、行政形態が変わる

とかいろいろ大変なことになるから、じゃあ、

もう本庁方式でいっても、支所機能をしっかり

活用してくれということなんですが、その中で

ちょっと１つ執行部に確認しておきたいのが、
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行革の中でワンストップ窓口と窓口一元化とい

うことを推進していく中が大前提だと思っとっ

たんですが、それだけじゃないだろう、手続は

と。もうコンパクトなものをつくって、それは

確かにコンパクトにできる限りやったほうがい

いと。 

 その中でも電子手続であったり、いろんなこ

とが発達してくるから、もっとコンパクトにざ

っくりいけるんじゃないかというような話があ

るんですが、私はむしろですね、私もいっぱい

いっぱいでこう、パソコンだ、スマートフォン

だとさわってますけども、これから高齢化社会

に向けてなかなかですね、やっぱり年金の振り

込みでも拒絶されるような高齢者の方の相談を

受けたことがあります。やっぱり自分で行っ

て、手続して、例えばいただくものは自分の手

にもらって帰るというようなですね、やっぱり

そういった方々がまだ多いと思いますし、どう

してもそういうところが優しさじゃないかな

と。 

 やっぱり何でもかんでも振り込みにしろ、何

か電子手続だ、何だでできるだろうて言うても

ですね、まだ今、ガラケーもふえてるような状

況もあったりして、やっぱり時代のその状況か

らすると、まだ高齢化社会にもどんどんなって

いくというようなところで、実際、窓口に来ら

れないで、コンビニ収納はまだでしょうが、電

子手続というか、そういったことちゅうのはど

の程度普及してるんですかね、今の八代で。そ

こは規模にも関連するんで。 

○委員長（前垣信三君） 福永企画振興部長。 

○企画振興部長（福永知規君） はい。おはよ

うございます。（｢はい、おはようございま

す」と呼ぶ者あり）企画振興部、福永でござい

ます。 

 電子手続がどれほど八代市で普及しているか

という具体的な、済みません、ことについては

把握をいたしておりませんが、今、支所のほう

のお話になってまいりましたので、少しその点

を説明いたしますと、２６年８月末現在の住基

台帳からのデータですが、坂本には今４１６３

人、千丁には７１０４人、鏡には１万５３６３

人、東陽には２３７２人、泉には２１０５人の

住民の方がおいででございます。 

 で、それぞれの住民の方々の利便性をまず確

保するというのが支所の大きな役割、それから

防災上、これはもう実例がたくさんあっており

ますけれど、その安全を確保するということが

また次に大事なことになっています。 

 そういった防災上あるいは日ごろの利便性

上、そしてもう一つが地域振興ということで、

現在、高齢化、人口減少が進みます、特に著し

いこの５地区につきましては、地域振興を支所

ごとに、地域の特色を生かして住民の方々と進

めるということを今、奨励しておりまして、そ

ういった中で支所がその拠点となっていくとい

うことで考えております。 

 大まかなところですけども、以上なことで説

明、以上です。 

○委員（成松由紀夫君） はい、委員長。 

○委員長（前垣信三君） 成松委員。 

○委員（成松由紀夫君） ということになる

と、その電子手続であったり、そういう、何て

いうんですかね、なかなか今、市民の皆さんが

窓口に行ってやるというのがやっぱり大多数だ

と思うんですよね。 

 だから、そういう、もう規模についても、や

っぱりそういったところは把握していかないか

ぬですし、市民の皆さんの協議会の話であった

りですね、今、いろんな各市民の皆さんの関心

度が高まってる中で、もう本庁方式というです

ね、当時決まって、約束事を守るということが

大前提だと思うんですよね。 

 分庁方式なんていうと、約束を破るちゅうこ

とだし、古嶋代表もこの間おっしゃってました

が、住民投票までして、協議項目積み上げて、
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合併したんだというようなですね、町村の方々

の気持ちもありますので、執行部もそれは守る

という前提に立ってから本庁方式という話の中

なんですよ。 

 なんで、そこはですね、もう皆さんの意見が

出てる中でも本庁方式、行政形態が変わって大

変なことにいろんなことがなるということにな

れば、本庁方式で支所の活用をしっかりやって

いくよというようなことで取りまとめられて、

速やかにですね、規模、機能、予算のそっち

の、執行部がこの間持ち帰っていただいて、き

ょう出てるんですかね、８時半に、この見直し

案等々について審議を速やかにしていただきた

いと思います。 

 以上です。 

○委員長（前垣信三君） はい、間違いなく、

――。 

○委員（亀田英雄君） １ついいですか。 

○委員長（前垣信三君） はい。 

○委員（亀田英雄君） １ついいですか。 

○委員長（前垣信三君） はい、はい、亀田委

員。 

○委員（亀田英雄君） 先ほど岩本部長の話の

中で、柔軟な運営形態というような、私が聞き

間違いじゃなからんばですね、ちょっとその辺

の確認をしたかっですが、今の形態はあくまで

本庁方式であっても、若干柔軟な部分が残るち

ゅう話ですね。だから、そしてそのような柔軟

な対応ができるということか、これからもです

よ。その辺の確認をちょっとしたい。 

○財務部長（岩本博文君） はい。 

○委員長（前垣信三君） 岩本部長。 

○財務部長（岩本博文君） 結論から言えば、

そのとおりです。本庁方式という中で、さっき

もちょっと総合支所的な支所を取り入れながら

と。実際の本庁方式ということで、これを真っ

当に進めるのであれば、もう各支所はなくし

て、もう本当、本庁だけなんです。その中に各

支所を生かし、活用しながらというのは、本庁

方式の一つのくくりの中で柔軟に対応できると

ころです。 

 ですから、あくまでもですね、本庁方式を、

本庁方式、分庁方式というふうな言葉でちょっ

と捉えてしまうと、なかなか今の状況に合わぬ

ところがありまして、現在、本当に本庁方式の

中で柔軟に対応しているということで理解して

いただければよろしいかと思います。 

○委員長（前垣信三君） 亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） 合併してからですね、

寂れてしまったという感じがですね、聞かれる

とですよ、周辺。それは全部、あって、そげん

と、権限持っていってしもうて、権限がなくな

ってしまって、そのような運営してきたことが

今の話につながっていくとですよ。もっと支所

を有効活用してきていれば、今のような話にな

らぬとですたい。 

 もっとですね、いろいろ、途中の話の中でで

すよ、支所の有効活用とか、という一般質問も

今まで繰り返し繰り返ししてきた中で、それで

も縮小、縮小て。なくなれば本庁方式なんです

がという話だったんですが、なくそうとしとっ

たっていう気持ちがあるとですね。という認識

ですもん。 

 岩本さん、いつも言うばってん、早かった

い。私がまだしゃべりよるたい。（笑声） 

 だから、それがこのような話につながる、そ

ういうのが根柢にあるということを理解してい

ただきたい。あんまり詳しかことは言いまっせ

ん。 

○財務部長（岩本博文君） はい。 

○委員長（前垣信三君） 岩本部長。 

○財務部長（岩本博文君） はい。はい、亀田

委員の御意見も、はい、もういつもいろんなと

ころで話をする中でですね、支所の話、はい、

十分理解しております。 

 で、私たちも、なぜ合併したのかというのは
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ですね、大もとは行財政改革、そしてこれによ

って議員数を減らす、職員数を減らすと、そう

いうような状況にあったかと思います。 

 それで、今のような状況で、職員数も減り、

議員数も減りということで、その中途段階では

ですね、やはり今まであったいろんな、支所が

ここまでしよったというところが見直されなが

ら、職員数も減るもんですから、いろんな仕事

もまた、その中でどやん効率的にしていくかと

いうところでですね、検討をさせていただきな

がら、今のような状況に落ち着いております。 

 職員数の目標といたしました大体２５０名の

削減ができておりますし、そういう中で今後は

ですね、このもう、一応計画上、達成、達成と

いうか、ちょっと詳しいところまでは数値は言

えませんけれども、覚えてませんが、大体２５

０名達成というところで、もう１０年後の目標

に来てますので、これからはこの限られた職員

数の中で、やっぱり本庁は本庁、それから支所

は支所というところでですね、地域振興、寂れ

るからどやんかしてくれというようなところ

で、どこからでも声が上がってきてますけれど

も、そういうところはちゃんとですね、頭には

入れながらですね、それぞれ職員、対応してい

きたいとは思ってますので、よろしくお願いい

たします。 

○委員（野﨑伸也君） よかですか。 

○委員長（前垣信三君） はい、野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい、ちょっと先ほど

の質疑の中からちょっと疑問に思ったちゅう

か、確認したいことがあったんで、手を挙げた

んですけれども。 

 いろんな、ほら、お年寄り、高齢化の中で、

庁舎に来てからやっぱり、電子化がどんだけ進

んどっかちゅう話の質疑があったんですけれど

も、その中でちょっと確認したいのがですよ、

一応、基本構想をつくっていきますねというよ

うなときに、現庁舎の計画とかっていって、何

か昔のですね、資料ですね、今は多分ホームペ

ージにもアップしてあっと思うとですよね。財

政課のほうでつくっていただいたあのビデオみ

たいなやつがあっとですけど。 

 この中に、最終的に一番最後にですね、書い

てあるのが、これから５０年先はどんな時代に

なるかわかりませんと。何を求められる時代に

なっていくのか、５０年先を想像しながら庁舎

のテーマを決めていくというのがですね、これ

が基本構想ですとうたわれてる、最後に。一番

最後にですよ。 

 で、ただ、そういったことをうたいながらで

すよ、今の現状の職員数であり、人口の減少し

ていく中でというようなところをですよ、考え

ながら、で、さらに今からまたもっともっと電

子化が発展していくというようなところまで考

えての基本構想をつくらんといかんよねという

ようなことが、私はまとめられとるというふう

に思ってるんですけれども、現職員の数でいい

んだというような話ばですね、されているんで

すけれども、基本的にうたわれてるのは、５０

年先を見据えた基本構想をつくらんといかんで

すよねということを言われているんですよね。

そこを確認したいんですよ。 

 だけん、今の現状のままを考えて、そっくり

そのままそれに当てはめた庁舎をつくるという

のは、私はナンセンスだと思うとですよ。やっ

ぱり先を見据えたものをつくらぬと、それは取

り残されていくのは当たり前の話であって。 

 そこだけ確認したいんです。５０年先を見据

えたというのを基本構想に入れてるんですか。 

○財政課主幹（新庁舎建設担当）（谷脇信博

君） はい。 

○委員長（前垣信三君） 谷脇主幹。 

○財政課主幹（新庁舎建設担当）（谷脇信博

君） はい、こんにちは。財政課の谷脇です。

着座にて御説明いたします。 

 せんだってお流ししておりますＤＶＤの件で
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ございますが、５０年先はどうなっているかわ

かりませんよねということを投げかけておりま

す。だから、５０年前は想像できなかったこと

が今現在起きてますよね。 

 例えばスロープ１本にしても、昔は斜めにな

っていればそれでいいんだという認識でした

が、今はその勾配が何％ぐらいじゃないとバリ

アフリーにならないよとか、それとか、子育て

支援云々と、昔とは大分変わっている。もちろ

ん車社会にもなってきてますし、そういうのを

含めてですね、５０年先がどうなるかわからぬ

けど、でもそれでも高度情報化に対応するよう

な庁舎が必要じゃないんでしょうかという意味

合いで、５０年先を想像しながらという言葉を

使わせてもらっております。 

○委員（野﨑伸也君） はい。 

○委員長（前垣信三君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。ありがとうござ

いました。 

 そういったところを考えてですね、基本構想

をつくられているというようなことで理解をし

たいと思いますが、なかなかその中で、５０年

後の情報伝達の発達とかですね、そういったも

のが反映されてないのは間違いないのかなとい

うふうに思いますので、少し、もう少したたき

台の中でですね、やっぱり考えていかなきゃい

かぬかなというふうに思います。 

 あと、今、車社会になっているとかっていう

話もありましたよね。今後は自動運転ですよ

ね。そういったものも考えていかぬと。そうい

うふうな話ですよね、やっぱり５０年後、先ち

ゅうのはやっぱり。いろんなことをやっぱりも

う少しやっぱり考えながらですよ、一緒になっ

て考えていきたいなというような思いで、今、

質問させていただきましたので、よろしくお願

いいたします。 

○委員（山本幸廣君） 委員長、よかですか。 

○委員長（前垣信三君） 山本委員。 

○委員（山本幸廣君） 谷脇君でも結構でござ

います、主幹でも。資料をいただいた本庁と分

庁の方式の中でですね、一番下段のほうに、外

部施設の中、ちょっと目を通してください。 

 廃棄物対策課、清掃センター、それから健康

推進、博物館、図書館、市立病院、この外部の

中で、直近に建設が今、進んでおるのが環境セ

ンターなんですね。 

 環境センターで、過去を振り返りましょう。

再三の１５０億から債務負担行為をして、２０

年間の管理費１００億で、約２４０億ぐらいの

工事予算、債務負担行為を２００億やりました

が、その中で、本庁に環境課という課が、今、

あなたの資料をいただいた中に入ってますね、

環境課ですね。その環境課は、その今の環境セ

ンターの廃棄物対策課と一緒にですね、そうい

うのは向こうに移されないのかなというふうに

私は感じるんですよ。ですね、この本庁制度の

中でした場合もですよ。 

 で、それと、まだその環境関係に関するもん

ですね、そういうのもやはり今、新しく今、施

設をつくっておる中でですね、あそこに課が３

つも４つも行っているような気がするんです

よ。 

 そういう分散的なですね、やっぱり課の分

散、そしてまた縦割りで効率のよいですね、処

理の、事務処理の仕方というのはですね、やは

りその持ち場持ち場の、をやっぱし考えるなら

ば、そういうことも考えたらいいんじゃなかろ

うかとなれば、全く面積的にも変わってくる

し、私は本庁の場合、分庁の場合でもですね、

このようにきちっと記載されておりますけど

も、何も分庁を、私が分庁を考えるとは、亀田

委員なりが言われたのは全然、私は感覚的に違

っておりました。 

 今、岩本部長が言われた中で、うちは６８０

平方キロメートルというすばらしい１市２町３

村の財産があります。その財産の中でですね、
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やはり距離的に、これは議会でも議論しまし

た。費用弁償の問題で、交通費の問題でです

ね、議論して、遠いところについてはある程度

負担がかかるから、費用弁償を少し数字的に変

えましょうとかですね。 

 そういう中で、逆転の発想で考えれば、私は

分庁というのは鏡支所周辺に分庁をつくるんだ

と、つくったほうがいいんじゃなかろうかとい

う、私はもともと当初の考え方はそこだったん

です。各支所のですね、を分庁しろというこっ

ちゃありません、私は。そこは勘違いしないで

ください。私と亀田委員、また野﨑委員は考え

方が違うと思います、今の中ではですね。 

 私はそうだからこそ、距離的に六百何十ヘク

タールあるから、はっきり言ってから、分庁と

いうのはきちっとまた、鏡地域に分庁をつくっ

たほうが、地域のためにはですね、よりよく、

いろんな不公平がないだろうというようなこと

でですね、私はそう思ってる。そう思ってまし

た。 

 だから、きょう改めてですね、岩本部長の説

明の中で、理解に苦しむ中で、私の今の考え方

をですね、述べるわけでありますけども、私は

常にＩＴの社会、ＩＴの役場をつくってほし

い、これは私の最後の言葉です。これで分庁も

本庁も、庁舎の規模も機能も変わってきます。

ＩＴ役場というのを、これは私の執行部に対す

る、これから検討していただきということであ

りますので、これもやはり分庁と本庁のこの役

割分担の中でですね、決める中では一番大事だ

と思います、ＩＴ役場というのは。 

○委員（成松由紀夫君） 委員長、よろしいで

すか。 

○委員長（前垣信三君） 成松委員。 

○委員（成松由紀夫君） はい。分庁、本庁の

議論はですね、予算、規模、その部分につなが

るから、多分、委員長も議論をされてると、進

行されてると思うんですが、この基本構想のた

たき台の見直しが出てるので、この説明を１回

聞いた上で、で、もう本庁だ、分庁だも含め

て、合併特例債も含めて議論を進めていただけ

ないですかね。 

 もう資料が全然。これを１回説明聞かない

と、宿題でやっとんなったところも、変えたと

も含めて話ししないと、あんまり本庁、分庁に

だけ特化してたら、もう時間がですね、と思う

ので、ちょっと説明を聞きたいと思いますが。

（｢ほんなことですよ。これは今、成松委員が

言われた、そのとおりたい」と呼ぶ者あり） 

○委員（村上光則君） いやいや、なら、委員

長、ちょっとよかですか。 

○委員長（前垣信三君） はい、村上委員。 

○委員（村上光則君） いや、分庁方式にはし

ゃっもんでん、こだわらぬでもよかっですけ

ど、さっき言うように、支所を利活用、うまく

利活用をすればいいと。 

 問題はですね、予算と規模なんですよね。今

まで出しておんなった７０億から１３０億、今

度まだ１５０億、幾らかかるかわからぬとにで

すよ、大体どれくらいの規模で、予算で思うと

る。（｢だから説明を」と呼ぶ者あり） 

○委員長（前垣信三君） 済みません、今、村

上委員さんがおっしゃった内容はですね、後で

執行部から説明をさせますが。 

○委員（村上光則君） それで、それでです

よ、私にすれば、私は心配しとるわけですか

ら、この今の八代を考えてみればですよ、先々

いい方向に行くあれがありますか、部長。税収

もふえて、どんどん企業も元気で、商業も元

気、農業も元気になりますか。どぎゃんです

か。そぎゃんお金があっですか。（｢なか、な

か」と呼ぶ者あり） 

 あって、今、本市は１０００億円近くの借金

もあっとでしょう。そぎゃんとから考えていけ

ば、やっぱし建設費を抑えて、この前の人吉

の、二、三日前、新聞にも載っとったじゃなか



 

－18－

ですか。やっぱり建設費を抑えていくという方

針、そういうことを考えていかんばいかんとや

なかですか。 

 そして、もしですよ、建設をするとしても、

やっぱり低く抑えて、そしてこの今までやって

きたようなゼネコンじゃなくてですよ、本市の

地元の業者にですよ、これは仕事をさせぬば、

絶対許しませんよ。これは市内の皆さんはみん

なそう思うとります。 

 あって、私たち議員はみんなそぎゃんだろう

もん、笑うとるばってん。何のために出とっと

か。（｢そこまでの話じゃなかでしょう、ま

だ」と呼ぶ者あり）いや、言うとかんばわから

ぬどか。（｢まずこれを聞いてから」と呼ぶ者

あり）八代の活性化をするために、我々は議員

になっととるだろうが。（｢話が横道それと

る」と呼ぶ者あり）金は幾らでも使えばよかっ

じゃなかつよ。（｢そがんよ」と呼ぶ者あり）

そっだけ言うとくわ。部長、どぎゃんですか、

先の見込みを、八代の。 

○委員長（前垣信三君） 岩本財政部長。（委

員村上光則君「確認ばしとくけん」と呼ぶ） 

○財務部長（岩本博文君） 経済状況のです

ね、今後の見込みというのはとても難しい御質

問でございますけれども、やはりですね、行政

の役割は何かというと、今、我々の取り組んで

いるのは地域の活性化です。で、国の補正予算

も、１億総活躍社会とかですね、ＴＰＰ関連で

ですね、経済対策を打つとか、そういうところ

で国も動いてますから、そういう補正予算に応

じたところで地方自治体も取り組みながら、

で、あと、やはりですね、財政的には規模縮小

がよろしいんでしょうけれども、規模を、規模

というか、財政規模全体をですね。 

 市というか、行政の予算が絞り込まれれば、

また、それを出して、地域に、地域の業者さん

といいますかですね、いろいろまた公共事業と

か、それがまた縮こまってしまってもいけない

ということで、極端なことは何でもでけぬとで

すけれども、そういうことをですね、やはり総

合的に考えながら、行政としては取り組んでい

きたいというふうには常日ごろから思っており

ます。 

○委員（村上光則君） はい。 

○委員長（前垣信三君） 村上委員。 

○委員（村上光則君） はい。だけんですね、

何遍も言うようですが、八代のためになるよう

な施策をせんといかんです。もう本当に八代の

今、何もかも産業は全部よくなかっですよ。も

うあと１０年したら本当にもう、それはもう農

業は潰れるですよ。このＴＰＰが入ってるんで

すよ。ここの私たちは本当にもうそれぞれ一生

懸命考えとるけん。もう農業ばっかりじゃな

か、ほかんとも絶対いかぬって思う。税収も減

っていくと思うんですよ。 

 だから、しっかり考えて、で、やっぱし仕事

は、絶対これは市内の業者に、もう共同企業体

でやらせていただきたい。はっきり言うときま

す。 

○委員長（前垣信三君） はい、委員長として

今までのまとめをいたしたいと思います。 

 分庁あるいは本庁という話が少し何か横にそ

れたのかなというのが。いや、何も本庁にはこ

だわりませんよと、今の施設を一部利用するこ

とでも本庁という捉え方ができるならばという

ニュアンスの発言もあったと思いますし、執行

部もそれなりの認め方はしたのかなと。 

 もし私が申し上げてることが間違いがありま

したら、また訂正をお願いしたいんですが、そ

ういうことで、を含めて、本庁方式とするとい

うことならば、基本的には大体皆さん方の意見

が一致するのかなという気はします。 

 ところが、執行部として、今、私が申し上げ

た内容で、鏡あるいは千丁あたりの支所を、何

がしかを活用しながら本庁方式をとるのでも、

使用することでも本庁方式という考え方でいい
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のかどうか、皆さん方がそういう認識で持たれ

ていいのかどうか。 

 ただ、その中で、橋本委員さんがおっしゃっ

たみたいに、２０年先、３０年先は今の千丁、

鏡も建物が古くなりますよと。だから、そのあ

たりを含めて集中した庁舎、これは集中方式で

なくて、集中した庁舎を建てたらどうかなとい

う意見でもあったかなと私自身は思います。 

 そのあたりを含めて、執行部としては、私が

申し上げた、本庁というのは、既存の施設も一

部利用しながら、そして新しい新庁舎へという

考え方でいいのかどうか、そのあたりはどうで

すか、執行部。皆さんの共通認識として持ちた

いと思いますので。 

 谷脇主幹。 

○財政課主幹（新庁舎建設担当）（谷脇信博

君） はい。はい、今の本庁方式、今、千丁支

所に教育委員会を置いている状況が本庁方式な

のかという御質問でございますが、私、前回の

特別委員会で、今はそのスペースがないから、

一時的に教育委員会は千丁支所に行っておりま

すがという言い方をさせていただきました。で

すから、本庁方式と申しますのは、全ての執行

機関が一堂に会する、要は１カ所に集まるとい

う状態のことを本庁方式といいます。 

 と、もう一個言いましたですね、前回の特別

委員会で。分庁方式を説明する際に、分庁方式

をわかっていただくために、市民検討委員会に

出しました資料をお出ししました。それは我々

行政職員は各官庁のことがわかっておりますの

で、例えば東京に行って、文部科学省、通産

省、財務省、建設省、それぞれが違う場所にあ

るということが頭の中でイメージできます。そ

れをイメージしてもらうために、今の支所を仮

にそういう省庁に例えたら、こういう部署が行

ってしまうんですよということをわかってもら

うためにつくりました。 

 ですから、言われたみたいに、この案という

のは全然考えてないだろうとおっしゃいます

が、そのとおりでございます。どういうものか

をイメージしてもらうためにしただけでありま

して、その地域にこの部署を持っていくという

議論は一切いたしておりません。ただ、あくま

でもイメージをとってわかっていただくという

ことに目標、目標ていいますか、重点を置いと

りました。 

 ということで、今のお答えになりますが、分

庁方式は、さっき申しましたような、今、申し

ましたような、それぞれの部署がばらばらに行

く、あると。本庁方式は、全てがこっちに帰っ

てくるという形をとることを本庁方式と申しま

す。 

○委員長（前垣信三君） はい。いや、先ほど

の岩本部長の発言の中には、それらしきニュア

ンスの発言をなされたから、委員長として確認

をいたしただけでありまして、今、谷脇主幹の

ほうからは、いや、全て集中して１カ所にまと

めるのがというのが本庁方式とおっしゃった。 

 ここで今、討議をしますのは、本庁方式とお

っしゃる多数の委員さんもおいでになります

し、いやいや、今の空いとるスペースを使いな

がらでも本庁方式という考え方でよければそれ

でもいいという発言もあっております。 

 ここが、執行部さん、執行部、谷脇主幹の話

によると、いやいや、そうじゃなくて、本庁方

式、分庁方式、どちらにするか決めよとおっし

ゃると、この場ではなかなか決めがたい。その

ような気がします。 

 もし御意見があれば言っていただいていいん

ですが。 

○委員（橋本隆一君） はい。 

○委員長（前垣信三君） はい、橋本隆一委

員。 

○委員（橋本隆一君） はい、橋本でございま

す。 

 今のは逆にこちらは驚いたんですけれども、
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支所機能充実ということで、私たちもそういう

ふうに申し上げまして、それはできるのかなと

いうふうな思いはあったんですけれども、今の

話では、一時的に教育委員会は動いているちゅ

うだけで、本来的には庁舎に、本庁舎に戻すん

だと。今度、庁舎ができた場合にはその一本に

するということだと思うんですが、それだった

ら、先ほどの皆さんの御意見とは全く相反す

る。一部はですね、一本化がいいかという御意

見もございましたが、私たちはやはり、もしそ

ういう決まりが、国で決まりがもうそうなけれ

ばならないと、あるいは県でもそういう決まり

があって、もう支所にはそういう部署を置くよ

うなことは絶対できないんだという、そういう

決まりがあるのか、それともそれは地方自治体

において柔軟に対応できるのか、その辺はどう

なんですかということをお尋ねしたいと思うん

ですけれども。 

○委員長（前垣信三君） どなたかお答えにな

りますか。谷脇主幹。 

○財政課主幹（新庁舎建設担当）（谷脇信博

君） はい。本庁方式でなければならないとい

う法律等はございません。それはもう各自治体

が決めるところでございます。当然、合併協議

の中で決まったのも同じような感じです。要は

６市町村でそうしましょうと決めたことです。 

 で、その中で、支所を置いて、その支所には

総合支所的な機能を持たせましょうというとこ

ろまでが合併協議で決まり、今それを実行して

いるところです。（｢柔軟に対応できるという

ことやな」と呼ぶ者あり） 

○財務部長（岩本博文君） はい、委員長。 

○委員長（前垣信三君） 岩本部長。 

○財務部長（岩本博文君） はい。谷脇主幹の

話は、本庁の中に全ての組織を持ってくるとい

う、これが基本的な原則、考え方でございま

す。本庁方式で、あとはですね、本庁方式をと

ったところでの組織をどう運営するかというよ

うな話がいろいろまたアイデアと、アイデアで

ですね、浮かんでくるわけなんですけれども、

山本委員さんの中で、さっき鏡の中で、鏡を中

心としたところでの分庁的なというところで、

こういう話もですね、以前、北部を拠点とした

ところ、南部を拠点としたところというような

いろんな機構組織の中でですね、話を詰めてき

ております。 

 だから、そういう組織をですね、本庁方式で

とったところで、あと、組織を柔軟に対応して

いくというようなことでですね、今度の構想の

中では、そこまでの柔軟性をどこまでかという

ところまでは検討が、今の時点では私たちも積

み上がっておりませんので、もう本庁方式で一

応集約させたところでというような構想をつく

りまして、その後、実際に運用していく中では

ですね、あと随時やはり行革の中でいろんな話

が毎年毎年やはり、行政運営をどうしていくか

というような話が出てきますので、そういう中

で、組織をどうあるべきかとかですね、話が必

ず、必ずといいますか、これは毎年ローリング

しながらやっていきますので、そういうところ

で対応させていただいておりますので、余り本

庁方式だから、今回はというか、基本構想の中

ではですね、集約させた形で持ってきておりま

すので、そういう説明を今、谷脇主幹からいた

したところです。 

○委員（山本幸廣君） 委員長、いいですか。 

○委員長（前垣信三君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） 岩本部長、本当はよく

理解するように今、耳ば傾けてですね、本当に

なるほどなということをですね、今、岩本部長

は言ってくれた。 

 なぜかというと、北部、南部、中央、あのエ

リアのことも、図面が今、浮かんできたんです

けども、私も見ましたけども、私はこの上か

ら、谷脇君、この、我々は今、これを検討しよ

るわけだけんな、たたき台としてからな、私は
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先日から。 

 だから、本庁方式、鏡を本庁、分庁式をした

場合には、総務部、企画部、これは要らないと

かたい、分庁でね、要らないとか、分庁した場

合よ、鏡ば。鏡のエリアというのを鏡支所に

な、分庁という形の中で考えたときに、この総

務部と企画部ははけて、分庁の中に要らない

で、下のほうはずっと部は入れるというのは分

庁と言えるの。そのエリア、エリアに、部た

い。わからないかな、意味が。 

 はっきり言ってね、総務部と企画部たい、こ

の本庁の。本庁は、これを本庁に置きましょう

と。あと、下については鏡の分庁、鏡の支所

ね、鏡の支所を分庁、分庁という形の中で、そ

の部というのをきちっとした中で入れたなら

ば、分庁と言えるのかということたい。 

 あと全部、下のは全部たい。あとは、支所に

ついては千丁支所とかたい、いろいろなところ

に。先ほどの、――。 

 いや、もういいですよ。なら、しっかり考え

といてください。こげんと理解できんなら、も

う本当、俺はまだぬしゃ理解できぬごとなるど

が。（｢理解してもらわぬば困るとばってん」

と呼ぶ者あり） 

○委員（成松由紀夫君） 委員長、よろしいで

すか。 

○委員長（前垣信三君） はい、成松委員。 

○委員（成松由紀夫君） もうスペースの話に

行っているみたいなので、この庁舎、規模の話

しして、質問していいんですか。（｢まだでし

ょう」「まだ」「まだ説明がですね」「今、橋

本委員のあれにちょっとまだ答えが出とらぬと

思うですたい、今。はっきりしとらぬです、ま

だ」と呼ぶ者あり） 

○委員（亀田英雄君） いいですか。 

○委員長（前垣信三君） はい、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） 先ほど岩本部長に何回

も言うたばってん、柔軟に対応できるという話

の中で、そういう思いもあって、今の状態を本

庁方式と呼ぶのならというところまで歩み寄っ

た気持ちでおったですよ。だけど、――。（｢そ

れでよかったい」と呼ぶ者あり）ちょっと黙っ

とってくれんかな、人の話のときは。 

 それをばっさりやるような話、執行部の見解

ならですたい、それは歩み寄れぬですもん。あ

くまでここに置くとが本庁方式ですよてまた言

うてもらうとですたい。そこに柔軟に歩み寄れ

る姿勢はあるんですよていう言質をもらわぬ限

りは動かれぬです。それで歩み寄ったですけ

ん。 

○委員長（前垣信三君） はい、本日の委員会

で、ある方向性が見えたかのようには思いまし

た。しかし、執行部の部長あるいは主幹の話で

は、いやいや、本庁方式はこういうもんです

て。部長のほうは、いや、ある程度の柔軟性を

持って、使えるものは使ってという話の本庁方

式という話し方をされたのかなと思います。こ

れはですね、本来なら執行部がちゃんとした統

一見解を持ってきていただかなきゃいけない。

きょうは分庁方式にするか、本庁方式するかを

皆さん方に決めていただくんですから。 

 いやいや、一部は使いながらでも本庁方式な

らばいいよという方向に一瞬、私としては向い

たような気がしましたんですけれど、そのあた

りの判断が、いやいや、ほかには全部引き揚げ

てここに集中してします、これが本庁方式です

とおっしゃると、それじゃあどうしましょうか

という話になると思うんですね。（｢話になら

ぬもん、それは話にならぬ」「今、そこが疑問

だったですね」と呼ぶ者あり）そこはですね、

執行部にちゃんと宿題で、市としての方針を確

立をしておいていただきたい。 

 実はきょうは午後からも公務がいろいろ入っ

ておりますので、前回、執行部のほうからたた

き台、一応ある程度の見直しをしてみたいとい

うことで、皆さん方に、――。 
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○委員（亀田英雄君） 委員長、ちょっとそ

れ。 

○委員長（前垣信三君） はいはい、はい。 

○委員（亀田英雄君） たたき台ですが、もと

もとたたき台の前のとまで説明してもろうとら

ぬでしょう。（委員幸村香代子君「そもそも

の」と呼ぶ）そもそも、ここの会議の中で。 

○委員長（前垣信三君） たたき台は説明して

なかったですか、前回。（委員亀田英雄君「た

たき台の前ですよ。たたき台ですたい」と呼

ぶ） 

 修正案の前です。たたき台。（｢した」「た

たき台はしたでしょう」「しとらぬぞ」「しと

る」「いつした」「前々回」と呼ぶ者あり） 

 はい、谷脇主幹。 

○財政課主幹（新庁舎建設担当）（谷脇信博

君） はい。前々回の特別委員会の中で、たた

き台として２万３５００平米と規格と、――。

（委員亀田英雄君｢この資料に基づいてした」

と呼ぶ）はい。等を全部説明いたして、その中

で、議論が分庁、本庁の話とか、ちょっとずれ

ていったもんですから、それを前回ではやっぱ

り先に進まなかったので、またちゃんと分庁、

本庁をテーブルにのせて御説明したということ

になっております。 

○委員長（前垣信三君） 亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） 何で私がそげん言うと

かはですね、ちょっと一番初めに手を挙げた話

に戻っとですが、先日ある会議、フォーラム八

代か、２１か、八代という会議に呼ばれて行っ

て、甚だ不快な思いをしたもんですから、その

ようなことを申し上げるんですが、今の何です

か、このたたき台、何か今、市民何とかしよっ

とでしょう。それ、今、ちょっと何とかの理由

でしとっちゃない、とめとっちゃなかですか。 

 で、そのような中にこれば持っていってです

たい、あたかももう決まったような話でするも

んだけんが、会議の紛糾してですよ、甚だ遺憾

に思ったですよ。 

 で、前回の会議の位置づけを、どのように会

議を持っていかれたのか。市民が要望するの

は、すれば、全部こげん資料を持ち込んで説明

をされるのか。その辺はようわからぬとだん。

甚だ、何か、あたかもつくらぬば悪か者のごと

いうような話でですよ、終わった中で、終わっ

たように聞きました。 

 出してよかっですか、ぎゃんその資料をです

よ、今の中で。たたき台のその前、まだここで

根拠のなか話ばですばい。よかっですかね。

（｢それはいつあったんかい」と呼ぶ者あり） 

 この前ありました、おとといか。（｢１０

日」「この資料が出とっとですたい」呼ぶ者あ

り） 

 たたき台ば持って、――。（｢これはフォー

ラムのときんとか」「うんね、これはこの後、

きょう８時半に出た」と呼ぶ者あり） 

○財政課主幹（新庁舎建設担当）（谷脇信博

君） いいですか。 

○委員長（前垣信三君） 谷脇主幹。 

○財政課主幹（新庁舎建設担当）（谷脇信博

君） はい。おととい２月１０日に、フォーラ

ム八代というのがございました。で、その団体

から、市議会議員の皆様に御案内があったかと

思います。で、執行部としても状況を説明して

ほしいということで依頼を受けてから、実際出

向いて、我々が御説明いたしました。 

 で、そのときに、せんだっての前々回の特別

委員会を受けて、熊日新聞に１３４億円とか２

万３５００平米とかいう、そういうのがもう載

っております。で、そうなっているのはどうい

うことということでの説明をしてほしいという

ことでしたので、まだ確定ではありませんが、

あくまでも新聞記事の内容はこういうことでご

ざいますというふうな前置きを置いた上で、御

説明いたしました。 

 以上です。 
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○委員長（前垣信三君） 亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） 私が不快に思ったとい

うとはですね、何のために特別委員会があると

ですかという話ですよ。規模、何か３つあるで

しょう。そればすると説明する中でですたい、

ばってん、これだけ決まっとっとに、何ば今か

ら特別委員会するとかいというような話ですも

ん。あたかもそげん印象を与えたとは執行部で

しょうが。断ったと言いながらもですよ。こげ

ん資料を簡単に出すけんですたい。 

○委員（野﨑伸也君） 委員長、よかですか、

関連ですけど。 

○委員長（前垣信三君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。今、資料はそう

いった、一部のですね、団体の会議の中に出た

という話、私も見たんですけど、行ってからで

すね。大体そういった成案にもなってないよう

なやつをですよ、出して、役所が出していいの

かちゅうとが、私、不思議なんですよ。それと

不信なんですよ。確認したいんです、それを。 

 今までの中で、八代市の執行部の中で、そう

いったまだ議論をしてるような資料をですよ、

そういった市民の、一般のですよ、会議の中に

出してきた経緯があるのかちゅう話なんです

よ。（｢それはなかろう」と呼ぶ者あり）ちょ

っとそこばですね、精査したいんですね。

（｢それはなか」と呼ぶ者あり）そういうのは

出せるのかどうかちゅうのをですよ。（｢それ

はなか、今まで、記憶になか」「だから議題」

と呼ぶ者あり）ちょっとおかしかっちゃなかろ

うかと思うとですよね、それは。 

○委員（幸村香代子君） 関連でいいですか。 

○委員長（前垣信三君） はい、幸村副委員

長。 

○委員（幸村香代子君） パブリックコメント

を削除されていますよね、市民にですね。これ

がですね、インターネットなりで市民に公表さ

れている資料であればですね、それはそうだろ

うなて、――。（｢私もそう思います」と呼ぶ

者あり）使われても構いませんが、２月３日に

パブリックコメントを中止されています。とい

うことは、市民向けに出せない資料だというふ

うに、パブリックコメントをいただくような資

料ではないという判断のもとに削除されている

わけですから、その資料をやっぱり出されたと

いうことが腑に落ちないのですけれども。

（｢委員長、ちょっと総務部長とかちょっと関

連の部署を呼んでですよ、そういったものを出

せるのかどうかちょっと確認したいんですけ

ど。おかしかっちゃなかろかと思うんです、や

り方が」「委員長、よろしいですか」と呼ぶ者

あり） 

○財政課主幹（新庁舎建設担当）（谷脇信博

君） はい。 

○委員長（前垣信三君） はい、谷脇主幹。 

○財政課主幹（新庁舎建設担当）（谷脇信博

君） はい。総務委員会に出しましたものは、

もう既に表に出たものということで、情報公開

上は出しております。 

 で、パブリックコメントを出していないとい

いますのは、最初にこちらの委員会でも御説明

しましたように、一応、市民検討委員会の意見

は大体出てまいりましたと。それを受けて、２

万３５００平米という数字が出ましたというと

ころまでは、市民検討委員会も皆さん、この資

料を持ってらっしゃいます。 

 で、最後の平米単価がまだわからなかったも

んですから、それを入れて、今回の特別委員会

に出したということで、で、その御意見をまだ

しっかり、議会のほうからの意見を承ってない

状態でパブリックコメントに出すわけにはいか

ないから、パブリックコメントは出していない

ということです。 

 で、この委員会でも御説明しましたように、

この委員会でまとまって、そしてパブリックコ

メントを出して、パブリックコメントの意見も
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集約したところで、もう一回市民検討委員会に

は集まっていただいて、お話をするということ

で御説明をしているところです。 

○委員（矢本善彦君） 委員長、委員長、ちょ

っと。 

○委員長（前垣信三君） はい、矢本委員。 

○委員（矢本善彦君） このたたき台ちゅうの

は、私も亀田君から見せてもらったんだけど、

委員長は知っとうなっとでしょう。執行部か

ら、――。 

○委員長（前垣信三君） どれの話ですか。き

ょうの話。（｢委員矢本善彦君「いや、フォー

ラム２１がしたときの、資料を出しますからと

執行部から言われとっとでしょう、委員長に。

委員長、こういう資料を出しますよて」と呼

ぶ） 

 正直言いまして、そのフォーラム八代さんが

どういった形で私たちにお声をかけられたの

か、そのあたりはよくわかりません。ただ、前

日に、実は議会内には特別委員会ができている

みたいと、やっと知りましたと。で、申しわけ

ありませんが、もしよろしければ、委員長、副

委員長さんに御同席をいただけないでしょうか

という話でした。 

 そうすると多分、新庁舎に関する何かいろん

な質問をされるのかなと。私は、冒頭申し上げ

ましたとおり、公正中立ですから、今の委員会

がどういう形でどういうところまでいってます

よという話はできます。それ以上のことは私は

何も申し上げられませんというつもりで出席を

しましたし、正直言って、どういう話になるか

も予測もしてまいりませんでした。（委員矢本

善彦君「資料の提出の了解もなく」と呼ぶ） 

 それは、私の了解をとることではないのかな

とは思いました。（委員矢本善彦君「しかし、

特別委員会の委員長ですけんね」と呼ぶ） 

 です、です、はい。（｢出せるのかどうかで

す」「総務委員会で出しとるけん、出してよか

ったい」「いやいや、これは総務委員会に出し

てないですよ、これは。全然違いますよ、こ

れ」「これは違うもんだけんな。初めて見たも

のだから」「これは、だって、たたき台です

よ」「まとめてあるだけでしょう」「これは総

務委員会で出したものじゃないでしょう」「１

１６億なんか書いてあるとは初めて見たもんだ

けん」と呼ぶ者あり） 

○委員（野﨑伸也君） 確認です、じゃあ。 

○委員長（前垣信三君） はい、野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） これは谷脇さんがです

ね、基本構想の業者さんから上がってきたもの

をたたき台として出してくださいねと、それを

もとに検討しましょうと、特別委員会の中でと

いう中で、いや、まだ出せないんですと。いろ

いろまとめて、取りまとめてやらないと、この

委員会にも出せませんというような資料がこれ

なんですよ。だけん、これは総務委員会にとか

出してないんですよ、全く。（｢これは出しと

らぬ。初めて見た」と呼ぶ者あり） 

 そういった、まだたたき台のたたき台のごた

っとば外に出していいのかという話なんです

よ。委員長、ちょっと確認しましょうよ、それ

は。今までそういうことをやってきたのかどう

か。 

○委員（成松由紀夫君） 委員長、ちょっとよ

ろしいですか。 

○委員長（前垣信三君） はい、成松委員。

（｢委員野﨑伸也君「それはだって違反でしょ

う、だってそやんことしたら。情報公開」と呼

ぶ） 

○委員（成松由紀夫君） 市民の皆さん、我々

も急々にですね、こういう庁舎建設について話

を聞きたいということで呼び出しがありまし

て、行ったんですけども、私たちが資料を見た

中では、これは総務で何回も出してあるやつと

か、もう大分はしょってあったりということ

で、そんな、我々がこれは持っとるごたっとじ
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ゃなかった部分でですね、内容的にも、ああ、

これは、この程度だと問題ないんだろうなとい

う認識でした。 

 で、それはですね、議員だからですね、いい

ことばっかり市民の方々は言ってくれないです

よ。それは耳の痛いことも不快なことも言われ

ますし、でもそれをやっぱり謙虚にですね、委

員として受けとめて、そのお話を聞いて、委員

長も最後、取りまとめの御挨拶もされました

し、そういう中でやっているわけで、フォーラ

ム八代さんが実際この庁舎建設にやっぱり市民

として、企業の方々としても非常に関心を持っ

て、議員の皆さんの意見を伺いたいというよう

な中での話だからですね、そんな、いたずらに

このフォーラム八代さんの部分に対して、ああ

だこうだという、もう議論ではなくて、それは

それとして謙虚に受けとめてですよ、で、もう

早くこの見直し案の機能、規模、予算、この間

のそのときも委員長おっしゃったですね、機

能、規模、予算の審議に早く入りたいんだ、副

委員長も、規模、機能、予算という言葉を出さ

れてました。 

 ですのでですね、そこはもう何か話が余り散

らかり過ぎよるごた気がしますんで、こっちの

見直し案のほうの話ししないと、規模の話がな

かなかでけぬとですけどね。 

○委員（亀田英雄君） 委員長、ようございま

すか。 

○委員長（前垣信三君） はい、亀田委員。

（｢委員成松由紀夫君「謙虚にやるべきです

よ、市民に対して」と呼ぶ） 

○委員（亀田英雄君） 今の話ばですね、それ

は、――。（委員成松由紀夫君「まだ話ばしよ

っとですたい、亀田さん」と呼ぶ） 

 ああ、本当ですか。どうぞ。 

○委員（成松由紀夫君） 実際そこはいろんな

市民の方々の意見はあるので、そのフォーラム

八代さんも１団体でしょうし、ほかの部分でも

ですね、私もるる説明をしよります。市政報告

であったり、自分の後援会だったり、八千把で

あったり、やっぱり庁舎の話、環境センターの

話、人権の話、いろいろしますけども、やっぱ

りですね、そんないい思いにさせてくれないで

す。 

 やっぱり何もし切らぬとか、こぎゃんとも言

わぬとか、どぎゃんなっとっとか、しっかりせ

んかというような𠮟咤激励もあるので、そこの

ところの部分はですね、やっぱり謙虚に議員

は、意見は耳が痛いことを言われても、やっぱ

り聞いて、そのフォーラムでちょっと不快だっ

たから、ああでもない、こうでもないというよ

うなことで、執行部どうなんだという話ではな

くて、この間の御意見も、建設的な意見を早く

進めてください、スピード感を持ってというお

話だったんですよね、皆さん、結局言いたいと

ころは。それぞれほかの、お一人お一人でまた

意見も違いました。フォーラムの方々も。やっ

ぱりそれぞれ意見を持っておられて。（｢委員

長、集約してください」と呼ぶ者あり）ですの

で、そこをこの特別委員会の中で、特別委員会

の中で取り上げて言う話ではないと思います。 

○委員（山本幸廣君） 委員長、関連してよか

ですか。委員長、関連してよかですか。 

○委員長（前垣信三君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） 特別委員会で校区ごと

の新庁舎に係る説明会か何か企画しましょう

か。それが一番いいんじゃないかな。 

○委員長（前垣信三君） ちょっとお待ちくだ

さい。（｢委員山本幸廣君「これはそこまでい

けば」と呼ぶ） 

 ちょっとお待ちください。（委員野﨑伸也君

「資料をちょっと確認しましょうよ」と呼ぶ） 

 ちょっと確認だけ。 

 はい、今、おとといのこの市民の集まりの中

で資料が出されたと。で、私のほうから確認を

しますが、このたたき台を出されたんですか
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ね。 

○財政課主幹（新庁舎建設担当）（谷脇信博

君） はい。 

○委員長（前垣信三君） はい、谷脇主幹。 

○財政課主幹（新庁舎建設担当）（谷脇信博

君） はい。たたき台のそのままではございま

せん。要約したやつでございます。 

 で、総務委員会につきましては、平成２７年

１１月１６日の総務委員会で、当時の資料をお

持ちでしたらわかるかと思いますが、総務委員

会所管事務調査資料１０ということで、緑の

帯、要は表紙がない状態ですね、表紙がない状

態で、こういうことを今、検討しておりますと

いうところで１回出しております。 

 そのときの末尾１２ページ、１３ページに

は、もう既に八代市の新庁舎の規模ということ

で、約２万３５００平米ということで記載され

たものをお出しして、それが１人当たりの平均

面積が２９.４平米ですよというところまで書

いたものをお出ししております。で、今回、総

務委員会、だからそれはもうある意味、もう表

に出してる部分です。 

 で、先ほどの繰り返しになりますけども、フ

ォーラムのほうでは、何でこの１３４億が出た

んだと、それを説明してほしいということでし

たので、それはあくまでも新聞記事に載っかっ

て、説明してほしいということでしたので、新

聞記事はこれが原因ですということでお見せし

ただけで、それは特段隠すべきことではないと

思います。 

○委員長（前垣信三君） はい、私があえて執

行部に確認をいたしましたのは、皆さん方にこ

のたたき台の修正案があると思いますが、外部

に出される場合、特にこれでいきますと、新庁

舎建設に係る特別委員会資料と書いてあります

ね。こうといったものが頭に載っていなくて

も、まあ、載っていたら大変なことですが、こ

れは皆さん方の確認の同意のもとでないと外部

には出していけない資料だと私は思うんです

ね。 

 で、今、表がなかったからとおっしゃるんで

すけれども、新聞記事に載った内容の説明だと

いうことで私は理解をしますけれども、以後は

ですね、やはりいろんな立場でこういった市民

の方にお話をする機会があると思いますので、

そのあたりは十分気をつけていただきたいと思

います。 

 今回は何しろ皆さんおっしゃるとおり、なる

べく早いうちの審議をしなければいけないとい

うのは、委員長としては同感でありますので、

進めようと思いましたが、今、今回、本庁方式

なのか分庁方式なのかという意見の中で、非常

な歩み寄りが見られた中で、いやいや、本庁方

式はこんなもんですと執行部が、主幹が言う

し、部長は、いや、ある程度ちょっとニュアン

スの違うような話をされました。このあたりは

ですね、次回はちゃんと執行部は意見統一をし

てきていただきたいと思います。 

 このあたりを踏まえてですね、皆さん方の意

見がその一部の支所を活用しながら、それでも

本庁方式でいいよと皆さんがお認めになるな

ら、本庁方式ということで、内容以下、規模、

面積等については審議をして差し支えないとは

思いますが、そのあたりの共通認識がないと、

基本的に集中なのか分散なのか、分庁なのか

で、とうとう平行線のまま先へ進まないと思う

んですね。 

 そのあたり、皆さん方が御同意をいただけれ

ば、しかしこれは次回、執行部がどういう形の

答えを持ってくるかわかりません。で、今の場

合は、部長のほうが偉いもんですから、部長の

意見でいきますと、ある程度の含みは持ってお

いでるのかなと。これで進めてよければです

ね、進めたいと思います。（｢異議なし」と呼

ぶ者あり） 

 ところが、正直言いまして、時間がですね、
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限られておりますので、実は前回の委員会であ

る程度見直しをしてみたいということで皆さん

の、時間がなくて、８時半まで担当箱に入れと

きなさいよという指示をしました。ごらんにな

って、まだしっかりごらんになってないとは思

いますが、もしよろしければ、この件について

執行部から説明をいたさせたいと思いますが。 

○委員（野﨑伸也君） 委員長。 

○委員長（前垣信三君） はい、野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） ちょっとその前に確認

です、今の資料の件で。 

○委員長（前垣信三君） はい。 

○委員（野﨑伸也君） 委員長は今回はという

話をされたんですけど、せっかく今、宿題をで

すね、部長なり谷脇主幹なりに出されたという

ことであれば、もう一つつけ加えさせてもらい

たいと思うんです、宿題ばです。 

 今回、外に出回ったこの、出たという資料で

すね、出したという資料が、これは、じゃあ、

私がもし仮にですよ、どこかで説明をするとき

に、これも使っていいんですねという、使って

いいんですよね、これは。１回外に出たんです

から。で、そういうことがやっていいのかどう

か、情報公開でですね。 

 八代市として、まだ全然たたき台ですよ、そ

ういったものを使って、外に出してきていいの

かというのをですね、担当部があるわけでしょ

う、やっぱりそういったことを出していい、出

しちゃだめよというのを。そこをですよ、ちゃ

んとはっきりさせましょうよ、それは。これが

本当によかったのかどうかちゅうのをですよ。

そこはちょっと宿題として担当部にお願いした

い。担当部はどこなんですかね。 

 今まで多分なかったと思うとですよ、こうい

う、途中段階でこぎゃんとば出してきたという

とは。それは市民への混乱ですよ、これは。 

○委員長（前垣信三君） はい、岩本部長。

（委員野﨑伸也君「いや、宿題でお願いします

と言ったので、別にいいです」と呼ぶ） 

○委員長（前垣信三君） はい、お待ちくださ

い。はい。（委員山本幸廣君「環境センターは

出さぬだったんけんでから、環境センター」委

員野﨑伸也君「だけん、多分そうですよ。今、

山本委員言われたように、環境センターのやつ

もあったじゃなかですか、大体、途中段階のや

つとかもいろいろいっぱい、本当は」と呼ぶ）

（｢高島は出たです」「高島は出た」と呼ぶ者

あり）（委員野﨑伸也君「全然話がひとり歩き

せんばんごしなる」と呼ぶ） 

○委員長（前垣信三君） はい、岩本部長。 

○財務部長（岩本博文君） はい、それではで

すね、今の野﨑委員の分なんですけれども、こ

れまで情報の取り扱いについてはかなり慎重に

やってきております。（委員野﨑伸也君「そや

んですよね」と呼ぶ） 

 はい、そのとおりです。 

 今回、やはり庁舎建設というこの言葉のイン

パクト、それから、やはり大きな予算規模にな

るだろうというようなところで、この事業につ

きましては、当初からですね、全面的に情報を

出していこうというような方針を持っておりま

した。昨年から実際活動しておりますけれど

も、下の情報プラザのほうに、もうその都度そ

の都度、会議があったら出しながら、そしてい

つでも市民の皆様のですね、目に触れるような

形で出してきております。 

 今まで情報をやはり握って握って、最終的に

出すという政策もやってきたところもあるかも

しれませんけれども、今回のこの庁舎建設につ

いては、全てオープンにした形で、どこからど

こまでどういう状況なのかというのをわかって

いただきたいという思いもありまして、今回の

ような状況に至っているところでございます。 

○委員長（前垣信三君） それは統一見解でい

いんですか。 

○委員（野﨑伸也君） 委員長、よかですか。 



 

－28－

○委員長（前垣信三君） はい、野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。そうであればで

すよ、何であの一番最初のたたき台のときに出

しとらぬとですか。何でホームページに出しと

らぬとですか。パブリックコメントを引っ込め

て。 

 きょうのやつもですたい、ほんじゃあ、委員

長、私、提案なんですけど、じゃあ、この会議

で出された資料を全部オープンにしましょう

よ。どやんふうに変わっていったかというその

風景も全部。そっちのほうがよかっちゃないで

すか。そっちのほうがよかでしょう。（｢う

ん、それがよか」と呼ぶ者あり） 

 だけん、だって、一番最初このたたき台はだ

って、まだ上がってきたばっかりで、ここに出

せない状況だけん、ちょっと待ってくださいね

ということで、出せるのが遅うなったでしょ

う、だって。すぐ出されぬですて、基本構想を

業者からもろうたばっかりだけんて、そやん話

だったでしょう。で、今回だって、そやんとば

よそに出すとだったら、ほかにも出したほうが

よかでしょう。 

 いや、それもそやんなんですけど、そういう

御提案なんですよ。本当はそやんふうにしたほ

うがいいなと、オープンにしたほうがいいなと

私も思ってたんですよ、ずっと。だけん、出さ

れる資料というのは全部みんなが見れるように

したほうがいいと。 

 で、その中で、どやんふうにこの会議の中で

変わっていったのかというその過程も大事なん

ですよ、やっぱり、市民の人に知らせるとは。

だけん、それは出していこうというふうに思

い、私も同じと、同じ意見なんです。 

 ただ、そういうのが今、初めて出たじゃなか

ですか、だって。今までの八代市の政策の中で

やってきた中で、そういったことがなかったで

しょう。ただ、今、言われたのは、庁舎建設と

いうのはインパクトがすごいからとか、それは

だって、環境センターも同じだったでしょう、

だって。それは環境センターのほうが金額高い

ですよって、それは。 

 だけんが、私が言ってるのは、確認させてく

ださいというのは、そういうことを今までやっ

てきてないでしょうと、やってきたんですかと

いうことと、それが本当に今までの中の施策の

八代市のやり方の中で合っている、合致してい

るのか合致してないのかということを宿題で持

って帰ってくださいねと、で、担当の部署の部

長さんなら部長さんでもよかですし、そういっ

た見解が欲しいんですと。その方が、いや、こ

れで大丈夫です、オーケーですと言われれば、

それでよかですよ、別に。いや、違いましたと

言わしたら、それでよかですので、それを聞い

ているんです。宿題として持って帰ってくださ

いというのを言っているんです。 

○財政課主幹（新庁舎建設担当）（谷脇信博

君） はい、ちょっといいですか。 

○委員長（前垣信三君） はい、谷脇主幹。 

○財政課主幹（新庁舎建設担当）（谷脇信博

君） はい。宿題として考えてきたいと思いま

す。 

 ただ、総務委員会のときもそうでしたし、

私、新庁舎建設の話がありました後、きょうの

委員会資料につきましては、インターネットに

載せる予定でございますとか、皆さん方の全協

での質問につきましては、名前を伏せて、その

内容はネットに載せたいと思いますということ

でずっと言ってきました。 

 要は、今、部長が申しましたように、隠さず

いこうということでありますので、今、野﨑委

員おっしゃったみたいに、もう会議で変わって

いくすべを見せるというのは、もちろんそのと

おりと思います。 

 ただ、繰り返しになりますが、パブリックコ

メントを出さないというのは、そういう約束を

市民検討委員会としてたからです。市民検討委
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員会に対して、議会の話を聞いて、それで大体

のたたきができて、で、それをパブリックコメ

ントに出してから市民検討委員会をしますとい

うふうに話してます。そういう約束をしてまし

たもんですから、その前に、まだ議会のほうが

決まる前に出してしまえば、えって、それで決

まったのっていうふうに、市民検討委員会も混

乱するということで、市民検討委員会の約束を

果たすために、まだ出してないというところで

ございます。 

○委員（野﨑伸也君） はい、ただ、それがほ

ら。 

○委員長（前垣信三君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい、済みません。谷

脇さんが言われるとおりだと思います。やっぱ

り混乱しないようにという、ある程度のそっち

の委員会というのを尊重しなきゃいけない。私

もそやん思いますよ。 

 だけんが、そういう中であって、何でこれが

出たのかちゅう話なんですよ。そういう約束事

をしてたのに、何で出したのという話なんです

よ。 

 だけん、本来であれば、そこの会議にまず、

――その会議が悪かと言いよるわけじゃなかで

すよ。それはいい会議だと思いますよ、そうい

う会議は。ただ、その会議にですよ、出す前

に、何で、じゃあ、市民検討委員会に本来は出

さんばいかんだった資料でしょうたい、これ

は。そっちのほうば、それは尊重するとであれ

ば、そっちにまず出して、出さんば資料だった

んじゃないんですかと。だけん、順番がちょっ

とおかしいですよねという指摘ば今しよっとで

すよ。 

○委員長（前垣信三君） 谷脇主幹。 

○財政課主幹（新庁舎建設担当）（谷脇信博

君） はい。またこれも繰り返しになります

が、新聞報道にあったことの基礎について説明

してほしいと言われた場合に、何をもって出す

かとなりますと、もう当然もうこれしかない

し、当然、新聞記者もこちらのページをコピー

して持って帰っております。当然、取材に参り

ましたし、当時この部屋におりました。ですか

ら、それはもう公のものとして扱って、こちら

は出させていただきました。 

○委員（野﨑伸也君） はい。 

○委員長（前垣信三君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） だけん、そういう認識

というのがですね、お互いに共有できてないと

いうとも今あったと思うとですよ。だし、あ

と、これまでの八代市のね、組織の中で、それ

が本当に正しかったのかどうかを宿題として持

って帰っていただければということでお願いし

ときます。（｢立場が変わっとるから、違うけ

んな。よかばい。次に」と呼ぶ者あり） 

○委員（古嶋津義君） 委員長。 

○委員長（前垣信三君） 古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） 時間がありませんの

で、今、ここに見直し案が出てますが、この説

明まで行かれるとですか、どうでしょうか。 

○委員長（前垣信三君） 執行部に確認をいた

します。この説明に要する時間はどの程度かか

りますか。谷脇主幹。 

○財政課主幹（新庁舎建設担当）（谷脇信博

君） はい。５分強ぐらいで終わりたいと。 

 ５分ぐらいです。 

○委員長（前垣信三君） 古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） はい。前々回、前回も

そうでありましたが、規模については、２万平

米から少し広いんじゃないかという責任もあり

ましたもんですから、説明を先にいただきたい

と思います。ただ、少し減らし過ぎかなという

思いもありますので、先ほど山本委員から出ま

したが、例えば鏡支所を南部の拠点のようにす

れば、下のほうの物産展とかその辺に持ってい

っていいのかな。これは説明を聞いて、次回の

質問にさせていただきますが、じゃあ、説明の
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ほうをお願いいたします。 

○委員長（前垣信三君） はい、はい、それで

は、今回提出をされました八代市新庁舎建設基

本構想たたき台の修正案について、執行部より

説明を求めます。谷脇主幹。 

○財政課主幹（新庁舎建設担当）（谷脇信博

君） はい。それでは、お手元にありますたた

き台の修正案につきまして御説明いたします。

Ａ４判の３枚物です。 

 こちらのほうは、前回の特別委員会でお出し

しましたたたき台の前半分のページ、要は２１

ページよりも前につきましては、まだそのまま

変更なしということで、変更がありました部分

だけ赤文字で書かせていただいております。 

 ２１ページでございますが、まず、庁舎の基

本機能に要します施設規模を約１万９８６０平

方メートル。内訳のほうを見ていただきます

と、変わりました部分と申しますのが、特別

職、部長、次長級、課長級のそれぞれの床面積

でございます。 

 そして、その合計の変更に伴いまして、倉庫

の面積及び玄関、広場、廊下などの面積が縮小

されまして、前回と比べますと、前回が２万１

１５２平米でしたが、それが１万８３９０平米

ということになりました。 

 続きまして下の部分でございますが、基本機

能に付加する機能に要する施設規模ということ

で、約１４７０平米というふうに赤文字で書い

ております。こちらが前回では２５００平米だ

ったかと思います。 

 １ページめくりました２２ページですが、赤

文字の部分、一番上です。八代市新庁舎の規模

としまして、約１万９８６０平米、基本機能に

要する面積が約１万８３９０平米プラス、付加

する機能に要する面積約１４７０平米というこ

とで、本文中の文章の中でありますように、人

口規模や産業構造が似ている自治体を中心に、

整備事例や計画中の事例を調べた結果、職員１

人当たりの床面積の平均は１人当たり２９平米

である。さきに設定した庁舎規模は、職員１人

当たりの面積が２４.９平米となり、類似都市

の事例平均以下の水準であることがわかるとい

うふうに文章はなっております。 

 それによりまして、２４ページになります。

新庁舎の、中段ですね、中段の費目のところで

ございます、表でございますが、新庁舎の建築

工事費としまして、約９９億円というふうにな

ります。面積が１万９８６０平米掛ける想定工

事費単価、こちらは、工事費単価は書いており

ません。それによりまして、前回の１３４億円

という部分が、合計１１６億円ということにな

りました。 

 それに伴いまして、財源のほうでございます

が、合併特例債が８０億円、庁舎建設基金が２

６億円、一般財源が１６億円の合計１１６億円

というふうに書いております。 

 以上がたたき台の修正案でございます。 

 今、申し上げましたものをわかりやすくする

ためにお出ししておりますのが、Ａ３判１枚の

紙でございます。こちらのほうに、見ていただ

きますと、赤文字の部分が手を加えたところ

で、表の右端ですね、見直し前という数字が括

弧書きで書いてあります。 

 見てもらいますとおわかりのように、右側の

ほうで、特別職の面積見直し前が３６０平米、

こちらが３２４平米、部長、次長が、２１０６

平米が９３６平米、そして課長級が、１３５０

平米が８１０平米ということで、前回の７７０

０平米から５９６７平米ということで、今現在

の使用しておる面積が５３２３平米、――これ

に相当する面積ですね、が５３２３平米ですの

で、かなりその数字に近づいた形となります。 

 続きまして下のほうでございますが、下半分

の表でございますが、行政サービス機能として

付加する機能としまして、さわっている部分は

全て赤文字でございます。 
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 総合窓口機能につきましては、こちらは新庁

舎建設の目玉でもございますので、全くさわら

ず、そのままワンストップの窓口面積、個室の

相談室など、その辺は一切さわっておりません

が、また、防災拠点機能につきましては、災害

対策本部スペースについてはさわりませんでし

たが、仮眠待機スペース、こちらのほうを前回

の２６平米から１３平米、備蓄倉庫を５０平米

から４０平米。 

 また、議会運営支援機能ということで、正副

議長室が前６０平米でしたが、こちらを４０平

米、議員の図書館というのも３０平米から２５

というふうに、ずっと共有スペースも減らして

おります。 

 また、行政事務の支援機能としましてありま

した分につきましても、赤文字のとおり、休憩

室でありましたり、記者室、更衣室、この辺を

減らしまして、また健康管理室などは相談室と

共用するというところで、もうなくしておりま

す。 

 また、まちづくりの拠点機能としまして、交

流拠点機能や情報発信機能でございました部分

でございますが、それぞれ右側の数字からしま

すと、市民ロビーも１０００平米を５００平米

にと、そして市政情報コーナーや物産展示コー

ナーにつきましては、過去には数字がありまし

たが、今回は市民ロビーに併設ということでゼ

ロにしております。 

 そして利便性、利便機能の部分でございます

が、こちらも市民ロビーに併設したり、また別

建てで検討しようということで、とりあえずゼ

ロにして、前回まで２５００平米と申しました

部分が今回１４７０平米というところで、合計

１万９８６０平米で出させていただきました。 

 以上でございます。 

 訂正。済みません、仮眠スペース、私、今、

１３平米と申しましたかもしれませんが、実際

は１３室です。（｢１３平米」と呼ぶ者あり）

１３平米です、済みません。室が平米の間違い

でした。ごめんなさい、済みません。 

 それから、最初に戻りまして、今回の特別委

員会の資料修正案でございますが、右上のほう

に、表紙の右上に２８年２月１０日と書いてお

りますが、こちらはきょうの１２日の間違いで

ございます。御訂正のほどお願いいたします。 

 以上です。 

○委員長（前垣信三君） はい、執行部からは

非常に短い期間で、非常に御努力をいただいた

と思いますが、私のほうから一応確認だけをさ

せていただきます。 

 この新たに２日間ほどで頑張って修正案を出

された内容については、その担当課及び部長あ

るいは副市長あたりまでの了解はとれてます

か。 

○財務部長（岩本博文君） はい、トップまで

は承認をとれてます。 

○委員長（前垣信三君） はい、以上、執行部

から修正案について説明がありましたが、時間

としましては、もうぼちぼち次の時間があると

思いますので。 

○委員（山本幸廣君） 委員長、１つだけよろ

しいですか。 

○委員長（前垣信三君） はい。 

○委員（成松由紀夫君） 委員長、私も。（委

員山本幸廣君「どうぞ、どうぞ」と呼ぶ） 

○委員長（前垣信三君） じゃあ、成松委員。 

○委員（成松由紀夫君） はい。もう時間も時

間ということですので、８時半に入っとるちゅ

うことで、きょう早目に私も来まして、ざっと

見させてもらいました。 

 ただ、１つ気になるのがですね、これは要望

というか、執行部に宿題というかですね、も兼

ねてということなんですが、以前から規模機能

のところでうちが主張してたところで、防災拠

点機能の部分のですね、この仮眠待機スペー

ス、備蓄倉庫ですね、それと職員さんのやっぱ
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り機能ですよね、機能的な部分で考えたときの

行政事務支援機能のこの休憩室、更衣室、健康

管理室、この辺はですね、この間、広域議会の

中でも、そういうスペースはやっぱりしっかり

ある程度確保したほうがいいんではないかとい

うような話も出ました。 

 それと、市民の活動拠点機能の中のこの多目

的スペース、市民ロビー、ＡＴＭコーナーとか

ですね、キッズスペースなんかも、お母さん方

が赤ちゃん連れて来たときの、ちょっと置い

て、置くようなところのスペースもゼロ、ゼ

ロ、ゼロとなっとって、全部多目的スペースと

か市民ロビーに打ち込んでしもうてあるような

感が否めないんですよね。 

 そういうふうで考えたときに、これ見て、減

ってる部分で、うーんという思いがあって、見

ると、隣に２５００平米と書いてあるもんです

から、上の１万８０００のところの部分もです

ね、実はこの玄関、広間、廊下、階段その他通

行部分がざっくり減ってるんですけども、バリ

アフリーとか、いざというときの避難通路の確

保ですね、そこら辺で考えると、ここもどうな

のかなというのがあって、今、ぱっと見た部分

で言わせてもらうと、この１万８３００とこっ

ちの２５００を足すと２万１０００ぐらいにな

るのかなというところでですね、少しこれは思

い切って、時間がない中、執行部は頭痛めて削

除されたんでしょうけど、その辺をですね、少

し、もう一案ぐらい、防災拠点機能の部分を外

さないとかというところでのもう一つ何か提案

がないかなというのがあるんですね。 

 この間も要望の中で、いろいろと提案、策を

出してくださいよというようなのを、執行部へ

宿題だったと思うんですが、これ１本でどんと

執行部も集約されてきたのはわかりますが、少

し削除し過ぎかなという感も否めませんので、

そこら、もう一案ぐらい緩やかなものも考えて

いただけないかどうか、委員長のお許しがあれ

ば執行部に考えていただければと思いますけ

ど。 

○委員長（前垣信三君） はい、正直言いまし

て、実動２日間でこの見直し、たたき台を出し

てくれたんですね。ですから、今、成松委員が

おっしゃるみたいに、もう、多面的な方向から

の見直しも必要かとは思います。ただ、日程に

よりますので、そのあたりを十分お含みおきを

いただきたいと思います。 

 今回は非常に短い時間の中で非常に頑張っ

て、それなりの見直し案を出してはくれまし

た。ただ、先ほども触れましたが、これからの

委員会の進め方として、ある程度の分庁の部分

の使い方を含めて本庁方式とするということの

委員同士の間ではまとまったような気がします

が、執行部のほうでまだ意見の調整がなされて

おりませんので、次回までにはその部分も含め

てまとめてきていただきたいと思います。 

 そのあたりを含めて、きょうはこの新しいた

たき台を持ち帰りいただいて、慎重に御審議い

ただき、お互いの会派でも検討いただければ、

そして次回にこのことを回したいと思います

が。 

○委員（山本幸廣君） ちょっと委員、１つよ

かですか。 

○委員長（前垣信三君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） 貴重な資料ありがとう

ございました。検討させてください。 

 １つだけですね、これは谷脇主幹にお聞きし

たいのは、簡単ですけども、権限移譲のことな

んですね、これ。この前物すごく強調されてお

られましたので。権限移譲というのは国から

県、県から市町村に権限移譲するんですけど

も、移譲は、受けるほうは市町村なんですね。

出すほうは国や県なんですね。 

 それで、市町村が受けないと、受けられない

という状況になったときには、この権限移譲と

いうのはですね、国と県がそれは継続をして窓
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口を持っとかないかぬことになっているんです

ね。これはひとつ担当部もそこはしっかり覚え

とってください。だからこそ、権限はパスポー

トについても一緒ですよ。いろんな市町村の技

術というのが、専門職員がおらないときには、

県から出向してその指導を１年間なり２年間指

導する、大まかにはですよ。そういうことがで

きるというのも知っとってください。 

 そういう中で、受ける、強制的に国、県が権

限移譲というのは張りつけてくることは絶対あ

りませんから、それだけはひとつ。それを含め

てですね、検討にひとつ、この床面積も含めて

から考えてください。人口増、職員の増という

のはなかなか、職員のなるだけなら縮小せない

かぬというふうにですね、捉えてから、職員数

は出してください。７９９は動いていません。 

 よし、以上。 

○委員長（前垣信三君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。今、新しいやつ

でしょう、案として出していただいたんですけ

ど、本庁方式でつくっているという話でしょ

う。そやんですよね。７９９というやつでもさ

わってないので、ちょっと今の議論の中、きょ

うの議論の中からすればちょっと。 

 本庁方式と決まったときに、またこれはちょ

っと活用させていただこうかなと思いますの

で、できればそういった、私たちが求めている

ようなところで資料も作成いただければ、スム

ーズな検討のですね、材料になるかなというふ

うにちょっと今、思いましたんで、執行部のほ

うはお含みおきいただければと思います。

（｢委員長、よかです」と呼ぶ者あり） 

○委員長（前垣信三君） わかりました。 

 それでは、小会いたします。 

（午後０時０３分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後０時０６分 本会） 

○委員長（前垣信三君） はい、それでは、本

会に戻します。 

 次の委員会は２月１８日木曜日１３時３０分

開会といたしたいと思いますので、よろしくお

願いをいたします。１３時３０分です。 

 以上で本日の委員会の日程は全部終了いたし

ました。 

 これをもちまして、新庁舎建設に関する特別

委員会を散会いたします。（｢お疲れさまでし

た」と呼ぶ者あり） 

（午後０時０６分 散会） 

 

八代市議会委員会条例第３０条第１項の規定に

より署名する。 

    平成２８年２月１２日 

新庁舎建設に関する特別委員会 

委 員 長 
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